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珠
江
デ
ル
タ
の
集
落
と

l
l清
末
の
南
海
県
と
願
徳
県
｜
｜

「村」

片

山

同リ

iま

じ

め

中
村
治
兵
衛
氏
は
、
日
本
に
お
け
る
中
国
集
落
史
、
と
く
に
農
村
の
集
落
で
あ
る
村
落
史
の
研
究
を
回
顧
し
、
研
究
の
多
く
は
歴
代

王
朝
の
村
落
制
度
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
集
落
そ
の
も
の
に
関
す
る
も
の
は
乏
し
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
う
ち
、
明
清
時
代
に

つ
い
て
は
、
①
一
九
三
五
年
以
降
に
里
甲
制
・
保
甲
制
・
郷
約
等
、
村
落
制
度
の
研
究
が
始
ま
り
、
四
五
年
以
降
に
地
方
志
を
用
い
て
、

村
落
制
度
と
集
落
と
の
関
係
を
も
解
明
す
る
研
究
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
、
②
た
だ
し
、
地
方
志
中
の
集
落
を
一
示
す
と
思
わ
れ
る
語

（
村
・
荘
・
社
・
里
・
都
・
汗
な
ど
）
が
、
果
た
し
て
「
住
民
の
最
底
の
居
住
単
位
な
の
か
、
社
会
生
活
を
お
く
り
う
る
単
位
な
の

か
」
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、

「
個
々
の
地
方
志
は
、
編
纂
方
法
と
年
代
を
具
に
す
る
ば
か
り
か
、
地
域
と
慣
行
も

1 

違
う
た
め
」
、
こ
れ
ら
の
語
の
個
別
用
例
を
普
遍
化
す
る
の
は
危
険
な
こ
と
、
等
々
、
総
じ
て
集
落
そ
の
も
の
の
実
体
を
研
究
す
る
必

要
性
は
大
き
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
を
指
摘
し
た
。



2 

近
年
、
中
国
木
土
で
の
実
地
調
査
が
可
能
と
な
り
、
歴
史
学
を
含
む
諸
学
に
よ
っ
て
、
農
村
集
落
に
関
す
る
報
告
・
研
究
も
増
え
始

め
て
い
る
o

し
か
し
現
在
に
至
る
も
、
上
記
の
問
題
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
珠
江
デ
ル
タ
の
場
合
も
、
仏
山
の

よ
う
な
都
市
と
呼
び
得
る
大
「
集
落
」
群
（
本
稿
に
お
け
る
「
集
落
」
の
概
念
に
関
し
て
は
注
（
叩
）
、
参
照
）
に
つ
い
て
、
若
干
の
個

別
的
成
果
を
得
て
い
る
の
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
手
付
か
ず
の
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
村
」
や
「
郷
」
な
ど
の
最
も
基
本
的
な
史

料
用
語
に
つ
い
て
、
そ
の
実
体
を
検
討
し
な
い
ま
ま
、
或
い
は
検
討
で
き
な
い
ま
ま
、

H

農
村
社
会
の
研
究
μ

が
、
筆
者
を
含
め
て
行

な
わ
れ
て
き
た
。
幸
い
、
八
九

i
九
一
年
、
筆
者
は
実
地
調
査
を
行
な
い
、
当
地
域
の
集
落
に
関
す
る
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
結
果
、
従
来
、
集
落
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
の
欠
落
に
よ
り
、
十
分
活
用
さ
れ
な
か
っ
た
文
献
史
料
に
も
、
照
明
を
あ
て
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
当
地
域
の
集
落
と
そ
の
結
合
体
、
及
び
こ
れ
ら
と
村
落
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
実
地
調

査
と
文
献
研
究
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
の
一
部
を
提
示
し
て
、
こ
の
方
面
の
研
究
の
第
一
歩
と
し
た
い
。
な
お
、
時
期
と
し
て
は

そ
の
前
後
に
渉
る
と
と
も
あ
る
が
、
主
に
清
末
を
、
地
域
と
し
て
は
順
徳
県
に
も
言
及
す
る
が
、
主
に
南
海
県
を
対
象
と
す
る
。

第
一
節

そ
ん村

と

集

落

最
初
に
、
題
自
に
掲
げ
た
「
村
」
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
清
末
の
南
海
・
順
徳
両
県
で
は
、
県
以
下
を
統
治
す
る
た
め
の
体
系
の

ひ
と
つ
と
し
て
、

「
県
・
都
（
後
代
は
巡
検
司
な
ど
）

に
つ
い
て
、
表
1
、
参
照
）
。

壁
・
村
」
の
体
系
が
あ
っ
た
（
以
下
、

「
盤
・
村
」
体
系
と
呼
ぶ
。
南
海
県

こ
の
体
系
の
目
的
、
整
備
・
強
化
さ
れ
て
く
る
時
期
等
々
に
つ
い
て
は
、
管
見
で
は
専
論
が
な
く
、
現

在
で
も
不
明
な
点
が
多
い
が
、
後
段
に
お
い
て
「
村
」
と
の
関
連
で
若
干
論
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
第
一
に
、
題
目
に

掲
げ
た
「
村
」
は
、
上
記
体
系
中
、
壁
の
下
部
単
位
で
あ
る
「
村
」
を
指
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
（
以
下
、
鈎
括
弧
を
は
ず
し
て
、
村
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清末、南海県の「県一一捕属・主簿・巡検司一一室」系統

巡検司等｜ 所属の盛名

捕 属 〈県裁とその周辺。省略〉

九江主簿 九江大同沙頭河清鎮涌

金利可 恩訓i草 場 黄 岡豊岡麻者上白石下白石桃子

三江司 大積金紫賂村山南沙凡

神安司 泌f中梯雲扶南塩歩大歴平地黄竹岐大通

黄鼎司 豊下豊寧華輿賢大国縁海鼎安大登宮俊西隆土燈大江上回張瑳 沙堤 上豊華

江浦司 先下登金甑海吉舟利登種雲頭筒村龍津伏隆雲津丹桂 礎渓 百溶 上金甑

五斗ロ可 平測i深村仏山昼溶夏教林岳季華矯岡溶洲 魁岡

表1

出所：宣統『南海県志』巻三・輿地嬰二、都盤。

なお、白石、豊筆、金甑の三盤は、各々盤域が他室主によって分断されている。

金利・神安・三江・貧鼎・江滞の各巡検可は洪武三年設置。五斗ロ巡検司は景

泰三年設置。九江主簿は乾隆五十一年設置（主簿の管轄域は、主簿設置以前は

江浦巡検司の管轄〉。

と
呼
ぶ
〉
、
第
二
に
、
村
は
、
「
盤
・
村
」
体
系
と
い
う

国
家
的
統
治
体
系
の
中
の
一
単
位
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で

行
政
村
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
（
こ
の
点
に

つ
い
て
は
本
節
制
以
下
で
論
及
す
る
〉
、
こ
の
こ
点
を
ま

ず
述
べ
て
お
き
た
い
。
し
か
し
、
村
に
は
下
か
ら
自
生
的

に
形
成
・
展
開
さ
れ
て
く
る
側
面
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ

で
本
節
で
は
、
こ
の
点
を
含
め
、
村
に
つ
い
て
の
初
歩
的

な
紹
介
と
検
討
と
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。
主
な
史
料

は
、
宣
統
『
南
海
県
志
』
巻
三
・
輿
地
墨
二
、
都
豊
（
以

「
宣
統
南
梅
士
山
・
都
盤
」
と
略
す
）
、
威
豊
『
順
徳

県
士
一
巻
三
・
輿
地
客
、
村
（
「
盤
所
属
村
」
と
の
項
目

下、付
け
も
見
え
る
。
以
下
、
「
威
豊
順
徳
志
・
村
」
と
略
す
）
、

お
よ
び
民
国
『
順
徳
県
士
山
』
巻
一
・
輿
地
署
、
分
区
縁
起

（
以
下
、

「
民
国
順
徳
志
・
分
区
」
と
略
す
〉
等
で
あ
る
。

な
お
、
異
な
る
県
の
村
を
同
一
に
扱
う
の
は
、
後
述
の
ご

と
く
問
題
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
共
通
す
る
側
面
を
中
心

に
す
る
。
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(1) 

村
の
サ
イ
ズ

南
海
県
の
場
合
、
最
大
の
村
は
、
ひ
と
つ
の
壁
が
そ
の
ま
ま
一
個
の
村
と
な
っ
て
い
る
仏
山
盛
時
仏
山
村
で
あ
る
o

称
ば
民
国
十
年
（
一
九
二
一
）
に
は
人
口
が
三

O
万
を
越
え
て
い
た
（
民
国
『
仏
山
忠
義
郷
志
』
巻
一
・
輿
地
客
、
街
道
〉
O

「
大
村
」
と
自規

模
の
村
と
し
て
は
、
す
で
に
廃
滅
過
程
に
あ
る
が
、
沙
凡
壁
の
梁
海
辺
村
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
光
緒
初
年
、
梁
姓
の
人
家
が
四

1
五

軒
、
男
女
合
計
の
人
口
が
十
数
人
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
宣
統
南
海
士
山
・
都
壁
の
編
纂
時
に
は
廃
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
順
徳
県
の
場

合
、
サ
イ
ズ
の
大
き
い
村
は
、
や
は
り
ひ
と
つ
の
壁
が
そ
の
ま
ま
村
と
な
っ
て
い
る
三
個
の
壁
、
す
な
わ
ち
、
県
域
た
る
大
良
壁
リ
大

良
村
、
龍
山
保
一
正
龍
山
村
、
龍
江
壁
H
龍
江
村
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
龍
山
霊
は
、
宣
統
年
聞
に
は
人
口
五
万
を
越
し
て
い
る
（
民
国

順
徳
志
・
村
、
昌
教
室
の
条
、
按
語
〉

0

『
龍
山
郷
志
』
巻
一
・
輿
地
国
各
一
、
彊
域
〉
。
小
さ
い
も
の
と
し
て
は
、
昌
教
壁
の
人
家
数
十
軒
の
江
差
村
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
威
豊

こ
の
よ
う
に
、

人
口
、
が
十
数
人
の
も
の
か
ら
、
数
万

1
数
十
万
人
の
も
の
ま
で
、
村
の
サ
イ

ズ
は
多
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
戸
数
・
人
口
数
の
面
か
ら
、
そ
の
サ
イ
ズ
に
つ
い
て
の
一
定
の
基
準
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
サ
イ
ズ
に
つ
い
て
の
国
家
的
規
定
は
存
在
し
な
い
、
或
い
は
仮
に
存
在
し
て
い
て
も
、
現
実
に
は
何
ら
の
影
響
を

与
え
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
。
サ
イ
ズ
の
多
様
さ
は
、
立
地
条
件
を
含
む
地
域
的
諸
条
件
の
相
違
に
規
定
さ
れ
つ
つ
、
村
が
下
か
ら
自

生
的
に
形
成
・
展
開
さ
れ
て
く
る
こ
と
と
関
係
し
よ
う
。

(2) 

村
の
下
部
単
位

右
に
紹
介
し
た
、
梁
海
辺
村
の
ご
と
き
小
規
模
な
村
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
す
べ
て
の
村
に
下
部
単
位
が
あ
る
と
は
言
え
ま

ぃ
。
し
か
し
、
下
部
単
位
の
あ
る
村
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
の
性
格
を
よ
り
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
て
、
宣
統

南
海
志
・
都
壁
、
麻
率
骨
量
の
条
、
正
規
の
段
（
「
正
規
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
、
参
照
）
は
、
語
許
橋
村
を
あ
げ
、
そ
こ
に
、



「
語
許
橋
〈
内
は
隔
橋
・
漆
渓
・
揮
辺
の
三
社
に
分
か
つ
〉
」
〈
〈

〉
内
は
、
原
史
料
の
割
注
を
示
す
。
以
下
、
同
じ
〉
と
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
曹
許
橋
村
は
三
社
か
ら
成
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
全
、
扶
南
盤
の
条
、
正
規
の
段
は
、
鍾
辺
村
を
あ
げ
る
。
そ
の
按
語
に
、

「
按
ず
る
に
、
道
光
志
に
村
有
り
て
寺
前
と
日
ひ
、
藍
固
と
日
ふ
は
、
乃
ち
鍾
辺
内
の
一
坊
に
し
て
、
郷
名
に
非
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
道
光
南
海
志
は
、
扶
南
盤
の
村
と
し
て
寺
前
や
藍
田
を
も
あ
げ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
鍾
辺
村
を
構
成

す
る
坊
の
一
つ
で
あ
り
、
郷
名
目
村
名
で
は
な
い
と
言
げ
w

そ
の
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
鍾
辺
村
が
複
数
の
坊
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

珠江デ、fレタの集落と「村」

こ
と
が
判
明
し
よ
う
。
二
例
の
み
を
紹
介
し
た
が
、
順
徳
県
の
事
例
を
も
含
め
て
検
討
す
る
と
、
小
規
模
の
村
を
除
き
、

複
数
の
坊
（
或
い
は
社
）
に
よ
っ
て
一
個
の
村
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
お
山

一
般
的
に
は
、

(3) 

坊
と
集
落

村
の
下
部
単
位
と
し
て
、
最
初
に
坊
を
紹
介
し
、
そ
れ
が
集
落
と
呼
び
得
る
か
否
か
を
検
討
し
た

JW
民
国
『
龍
山
郷
志
』
巻
一
・

輿
地
暮
一
、
里
・
社
の
条
、
按
語
（
八
葉
表
）
は
、
里
・
巷
・
坊
・
街
・
路
な
ど
の
語
が
、
人
々
の
「
居
る
所
」
（
「
居
住
区
画
」
と
呼

ん
で
お
く
）
を
指
す
語
で
あ
る
こ
と
を
記
す
。
か
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
里
・
巷
・
坊
等
に
つ
い
て
は
、
以
下
、

「
里
巷
」
の
語
に
代

表
さ
せ
て
記
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
実
地
調
査
に
お
い
て
、
坊
の
サ
イ
ズ
は
、

一
般
に
里
や
巷
よ
り
も
大
き
い
と
聞
い
た

（
『
報
告
書
』
頁
三
一
二

O
〉。

一
九
五
四
年
刊
『
南
海
煙
橋
何
氏
家
譜
』
所
載
の
「
南
海
煙
橋
郷
図
」
は
、
南
海
県
鎮
涌
盤
煙
橋
村
の
村
図

で
あ
る
。
煙
橋
村
は
何
姓
の
み
か
ら
成
る
単
一
宗
族
村
で
あ
り
、
こ
の
図
を
見
る
か
ぎ
り
、
該
村
全
体
を
単
一
の
集
落
と
見
倣
す
こ
と

も
可
能
な
景
観
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
図
の
中
に
、

「
一
巷
、
二
巷
、
三
巷
、
四
巷
」
と
い
う
、
小
路
沿
い
の
家
屋
列
が

四
個
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
統
括
す
る
形
で
「
鎮
北
坊
」
と
図
示
さ
れ
て
い
る
。
坊
が
巷
よ
り
も
大
き
い
一
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、
坊
に

5 

統
括
さ
れ
て
い
な
い
比
較
的
大
き
い
巷
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
里
巷
の
サ
イ
ズ
も
多
様
と
い
え
よ
う
。
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II辰徳県第九区（旧白藤壁属〉の馬海村と霞村坊図1

lkm 

出所：民団『順徳県志』付録の第九区図（部分〉

0高村・康渓村・霞村・良辺村の間の居住部分の境界はあまり明瞭ではない。

0高村内の一部と推定される箇所に、「口厚坊」〈一字判読不能〉の文字が見え、

高村が複数の塁巷から成ることを推測させる。また、良辺村内の一部と推定さ

れる箇所に、 「中約」の文字が見える。

0. 5 。

さ
て
、
民
国
『
龍
山
郷
土
山
』
巻
一
・
輿
地
墨

一
、
里
・
社
の
条
か
ら
、
里
巷
が
、
龍
山
霊
日

龍
山
村
の
「
埠
」

（
他
壁
の
村
に
相
当
す
る
レ

ヴ
ェ
ル
）
の
下
部
単
位
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

判
明
す
る
。
た
だ
し
、
龍
山
で
は
、
呈
巷
と
里

巷
と
が
、
ま
た
、
埠
と
埠
と
が
隣
接
な
い
し
近

接
し
て
お
り
、
景
観
の
面
か
ら
、
各
里
巷
を

個
の
集
落
と
見
倣
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
集
落

内
の
一
部
分
の
居
住
区
画
と
見
倣
す
べ
き
か
、

直
ち
に
結
論
で
き
な
い
。

次
に
、
具
体
例
か
ら
検
討
し
よ
う
。
民
国
順

徳
士
山
・
分
区
、
第
九
区
の
条
は
、
該
区
の
村
と

し
て
霞
村
を
あ
げ
、
こ
れ
に
割
注
を
付
し
て
次

の
よ
う
に
言
う
o

す
な
わ
ち
、
第
九
区
の
村
で

あ
る
馬
潜
村
（
以
前
は
白
藤
盛
属
）
は
、
成
豊

志
段
階
で
は
、
四
個
の
単
位
（
原
文
は
「
四

村
」
）
、
す
な
わ
ち
、
高
村
（
高
姓
）
・
康
渓
村



（
梁
姓
〉
・
霞
村
〈
高
姓
）
・
良
辺
村
（
繋
姓
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
成
豊
志
か
ら
民
国
志
の
聞
に
、
霞
村
が
村
と
し
て

独
立
し
た
、
と
。
ま
た
、
民
国
順
徳
志
付
載
の
第
九
区
図
を
見
る
と
、
各
単
位
は
、
北
か
ら
高
村
・
康
渓
村
・
霞
村
・
良
辺
村
の
順
に

連
接
、
な
い
し
近
接
し
て
い
る
（
図
1
、
参
照
）
。

そ
し
て
、
景
観
か
ら
は
、
こ
の
四
単
位
の
各
々
を
、
集
落
と
見
倣
す
べ
き
か
、
そ

れ
と
も
列
状
に
並
ん
だ
一
個
の
集
落
の
一
部
と
見
倣
す
べ
き
か
、
判
断
が
つ
か
な
い
。
そ
こ
で
、
さ
し
あ
た
り
、
各
単
位
を
家
屋
列
群

と
呼
ん
で
お
く
o

と
こ
ろ
で
、
『
広
東
省
順
徳
県
馬
寧
司
自
炉
供
量
一
雲
市
郷
霞
村
坊
・
高
氏
康
川
祖
家
前
町
に
は
、
高
一
姓
に
つ
い
て
「
本

籍
は
広
東
省
順
徳
県
馬
寧
〔
巡
検
〕
司
白
膜
壁
骨
静
野
昏
朴
捗
な
り
」
と
あ
る
。
本
家
譜
は
後
代
の
抄
本
で
あ
る
が
、
こ
の
本
籍
は
、

珠江デルタの集落と「村」

そ
の
表
示
の
中
に
、
巡
検
司
・
壁
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
区
制
導
入
以
前
、
す
な
わ
ち
光
緒
末
年
以
前
の
も
の
と
推
測
で
き
る
。
そ

「
馬
糧
郷
霞
村
坊
」
と
は
、
霞
村
が
馬
糧
村
の
一
坊
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
霞
村
が
ま
だ
独
立
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
。

し
て
、以

上
の
諸
点
を
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
。
実
体
と
し
て
は
一
個
の
家
屋
列
群
で
あ
る
霞
村
は
、
以
前
は
馬
溶
村
を
構
成
す
る

一
単
位
で
あ
り
、
こ
の
時
に
は
霞
村
坊
と
称
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
村
と
し
て
独
立
し
た
結
果
、
坊
の
字
が
取
れ
、
震
村
と

称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
。

つ
ま
り
、
第
一
に
、
こ
こ
で
の
坊
と
い
う
名
辞
は
、

一
個
の
家
屋
列
群
と
い
う
実
体
を
指
す
た
め
で
は

な
く
、
村
の
下
部
単
位
と
い
う
相
対
的
関
係
を
指
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
上
記
の
意
味
の
坊
の
字
を
冠
す
る
一
個
の

家
屋
列
群
は
、
村
の
下
部
単
位
に
位
置
し
て
い
て
も
、
加
え
て
、
村
内
の
他
の
家
屋
列
群
と
地
理
的
に
近
接
し
て
い
て
も
、
村
と
し
て

独
立
す
る
可
能
性
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

か
よ
う
な
一
個
の
家
屋
列
群
は
、
た
ん
に
地
理
的
に
近
接
し
て
い
る
と
い

う
次
元
の
「
人
家
の
集
合
」
で
は
な
く
、
村
内
の
他
の
家
屋
列
群
に
対
す
る
一
定
の
自
立
性
（
H

一
個
の
家
屋
列
群
と
し
て
の
ア
イ
デ

7 

ン
テ
ィ
テ
ィ
）
を
有
す
る
存
在
と
言
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
、
か
よ
う
な
一
個
の
家
屋
列
群
は
、
景
観
上
は
他
の
家
屋
列
群
と
の
境
界

の
弁
別
が
困
難
で
あ
っ
て
も
、
社
会
的
結
合
（
H
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
の
面
か
ら
弁
別
が
可
能
な
一
個
の
集
落
と
見
倣
す
こ
と
が
で
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社写真1土地公写真2

）慎徳、県龍江鎮南坑管理区一埠の仁厚社

（小社〉

き
ょ
う
。
第
三
に
、
図
1
の
高
村
の
口
厚
坊
の
如
く
、
震
村
と
い
う
集
落
の
内
部
に
は
複
数

の
坊
（
居
住
区
画
）
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
坊
の
語
に
は
、
あ
る
特
定

の
居
住
区
画
そ
の
も
の
に
固
有
な
名
辞
で
あ
る
場
合
と
、

二
疋
の
自
立
性
を
も
っ
集
落
の
う

ち
、
村
の
下
部
単
位
に
位
置
す
る
も
の
に
付
せ
ら
れ
る
名
辞
で
あ
る
場
合
と
が
あ
る
こ
と
が

判
明
し
よ
う
。
以
下
で
は
、
後
者
の
意
味
で
「
坊
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。

(4) 

社
と
坊

次
に
社
で
あ
る
が
、
社
の
実
体
を
具
体
的
に
記
述
し
た
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
こ
で
、

実
地
調
査
の
知
見
か
ら
紹
介
し
よ
う
。
社
は
社
稜
壇
（
非
人
格
神
。
写
真
1
）
を
指
し
、
社

公
と
も
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
社
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
土
地
公
が
あ
る
（
写
真

2
Y
、．
、－

l煩徳県龍江鎮南坑管理区南街坊

れ
は
人
格
神
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
土
地
公
を
社
公
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
と
聞
く
（
『
報

告
書
』
頁
五

O
五
。
以
下
、
土
地
公
を
社
に
含
め
て
記
述
す
る
）
。
社
を
拝
む
こ
と
に
闘
し

て
は
、
と
く
に
制
約
は
な
く
、
誰
で
も
、
ど
の
集
落
の
人
で
も
拝
め
る
。
こ
の
意
味
で
開
放

的
な
性
格
を
も
っ
。
た
だ
し
、
農
民
各
自
は
自
己
が
ど
の
社
に
帰
属
す
る
か
を
明
確
に
認
識

（店）

し
て
お
り
、
複
数
の
社
に
二
重
に
帰
属
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

一
個
の
社
に
帰

属
す
る
人
家
を
弁
別
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
実
地
調
査
で
は
、
某
坊
を
指
し
て

某
社
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
と
聞
い
た
（
『
報
告
書
』
頁
三
三
七
、
三
九
五
〉
。
こ
れ
は
、

の
坊
が
同
一
の
社
に
帰
属
す
る
人
家
の
社
会
的
結
合
体
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
ょ
浦
町

個



そ
こ
で
、
社
が
築
か
れ
る
場
と
そ
の
役
割
と
に
つ
い
て
、
少
な
い
文
献
史
料
の
中
か
ら
、

一
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
以
下
は
、
順

「
承
平
」
の
時
期
（
康
照
・
潅
正
・
乾
隆
期
を
指
す
で
あ
ろ
う
〉
に
開
発
が
進
展
し
、
そ
の
結
果
、
村
が
増
加
し
た

た

み

こ

と

か

し

ζ

ひ

ら

う

つ

理
由
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
「
蓋
し
、
承
平
久
し
け
れ
ば
則
ち
生
粟
多
と
な
り
、
所
在
の
荒
暁
遂
に
漸
く
闘
か
れ
て
徒
り
分
か
る
。

た
だ
ち

儲
か
に
数
十
家
の
一
区
に
棄
処
せ
る
も
の
な
る
も
、
自
ら
保
甲
を
設
け
、
自
ら
扮
社
を
築
き
し
者
は
、
即
ち
別
に
一
名
を
著
け
、
戸
籍

ま

た

た

〈

ま

門

U〉

亦
た
別
に
編
造
を
為
さ
し
む
れ
ぽ
、
転
扮
に
生
歯
繁
盛
し
、
公
然
た
る
豪
落
と
な
れ
ば
な
ら
ん
」
。

徳
県
に
お
い
て
、

す
な
わ
ち
、
最
初
は
、
た
ん
な
る

「
人
家
の
集
合
」
状
態
に
す
ぎ
ず
、
人
家
の
聞
に
組
織
的
な
共
同
活
動
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
状
態
と
一
線
を
画
す
の
は
、
自
立
的

珠江デ『ノレタの集落と「村」

か
つ
組
織
的
な
外
敵
防
御
・
治
安
維
持
体
制
（
日
保
甲
〉
の
形
成
と
粉
社
H
社
稜
壇
の
建
設
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
至
っ
た
も
の

は
、
県
側
が
村
と
認
定
し
、
「
戸
慢
を
作
ら
せ
る
。
そ
う
す
る
と
〔
そ
の
村
の
安
全
性
は
一
定
水
準
以
上
と
な
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
〕
、

人
口
が
増
加
し
て
立
派
な
集
落
に
な
る
、
と
言
う
。
こ
こ
で
、
社
稜
壇
建
設
の
意
義
は
、
組
織
的
共
同
活
動
を
支
え
る
べ
く
、
住
民
の

ハ四〉

聞
の
精
神
的
紐
帯
を
創
出
し
て
、
集
落
を
形
成
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
よ
り
、
坊
・
社
を
、
南
海
・
順
徳
両
県
に
お
け
る
、
近
接
す
る
人
家
の
聞
に
成
立
す
る
地
縁
的
な
社
会
結
合
の
う
ち
の
最
小
単

か
よ
う
な
社
・
坊
の
単
一
体
、
な
い
し
は
複
数
の
結
合
体
と
言
え
よ

位
日
集
落
と
性
格
e
つ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
村
は
、

ぅ
。
そ
の
他
、
坊
や
社
に
つ
い
て
は
、
紹
介
・
検
討
す
べ
き
点
も
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
、
次
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

(5) 

清
末
順
徳
県
の
「
壁
・
村
」
体
系

清
末
の
順
徳
県
に
お
け
る
、
「
盤
・
村
」
体
系
の
目
的
や
村
の
概
念
内
容
に
関
し
て
は
、
史
料
に
よ
っ
て
比
較
的
明
ら
か
に
で
き
る
。

南
海
県
と
の
対
比
上
、
最
低
限
必
要
な
こ
と
を
、
以
下
、
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
威
豊
順
徳
志
・
巻
三
・
輿
地
署
、
図
（
「
図
所
属
壁
」
）
、

9 

按
語
（
十
三
葉
表
）
は
、
税
糧
徴
収
機
構
で
あ
る
「
都
・
壁
・
図
・
甲
・
〔
総
〕
戸
・
爪
」
の
図
甲
制
の
体
系
（
以
下
、
図
甲
制
と
呼
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〈

却

〉

「
都
・
壁
・
村
（
保
）
・
甲
・
戸
・
人
」
の
体
系
に
よ
っ
て
、
保
甲
制
を
行
な
う
こ
と
を
述
べ

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
「
霊
・
村
」
体
系
は
全
県
的
な
保
甲
制
HH
外
敵
防
御
・
治
安
維
持
の
仇
物
を
構
築
す
る
べ
く
、
村
を
そ
の

ぶ
。
注
（
5
）
、
参
照
）
と
は
別
個
に
、

一
環
に
位
置
付
け
て
い
る
。
な
お
、
甲
と
戸
と
は
、
二
個
の
体
系
に
い
ず
れ
も
登
場
す
る
用
語
で
あ
る
が
、
そ
の
概
念
内
容
は
異
な
る
。

第
二
に
、
本
節
帥
で
紹
介
し
た
ご
と
く
、
順
徳
県
で
は
、
外
敵
防
御
・
治
安
維
持
を
自
立
的
か
つ
組
織
的
に
行
な
う
基
本
単
位
と
し
て
、

村
を
想
定
し
て
い
る
。
第
三
に
、
成
豊
順
徳
士
山
・
村
に
は
、
地
理
的
に
二
一
室
（
或
い
は
二
県
）
に
跨
が
る
た
め
、

へ沼）

県
〉
に
両
属
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
二
個
の
村
を
除
き
、
複
数
量
に
所
属
す
る
村
に
つ
い
て
の
言
及
が
全
く
無
い
。
こ
れ
は
、
村

の
室
へ
の
帰
属
基
準
を
、
村
が
地
理
的
に
ど
の
壁
の
霊
域
内
に
あ
る
か
に
求
め
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
ょ
沼
山
第
四
に
、
村
民
の
基
準

二
塁
（
或
い
は

に
つ
い
て
は
、
明
示
的
な
記
述
は
な
い
が
、
外
敵
訪
御
に
重
き
を
置
い
て
い
る
こ
と
と
、
第
三
・
四
節
で
紹
介
す
る
南
海
県
の
そ
れ
と

の
対
比
と
か
ら
、
現
居
住
地
主
義
的
基
準
に
依
拠
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

第
二
節

南
海
県
の
里
長
戸
の
地
理
的
分
布

筆
者
は
、
珠
江
デ
ル
タ
の
図
甲
制
に
関
す
る
数
本
の
論
考
を
発
表
し
て
き
た
（
注
（
5
1
参
照
〉

0

し
か
し
、
図
内
構
成
員
の
地
理

的
分
布
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
制
約
も
あ
り
、
従
来
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
本
節
で
は
、
南
海
県
に
お
け
る
図
内
里
長
戸
の
分
布
を

検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
代
図
甲
制
に
お
け
る
問
題
点
を
提
示
し
、
南
海
県
の
図
甲
制
と
村
と
の
関
連
を
探
る
糸
口
と
し
た
い
。

明
初
の
施
行
当
初
に
お
い
て
、
里
甲
制
H
図
甲
制
が
担
う
べ
き
と
さ
れ
た
も
の
は
、
担
役
・
納
糧
、
外
敵
防
御
・
治
安
維
持
、
等
々

の
地
域
社
会
の
種
々
の
諸
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
諸
課
題
の
実
行
に
は
、
図
内
構
成
員
が
一
定
程
度
地
理
的
に
近
接
し
て

い
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
を
待
た
な
い
で
あ
ろ
一
羽



さ
て
、
第
三
節
で
言
及
す
る
南
海
県
甘
蕉
村
蒲
姓
は
、
永
楽
二
二
年
（
一
四
二
四
）
に
沙
凡
壁
第
十
図
に
参
入
し
た
。
こ
の
時
の
こ

つ
ら

と
を
記
し
た
威
豊
五
年
（
一
八
五
五
）
の
記
事
は
、
該
図
参
入
に
よ
っ
て
「
甲
を
排
ね
て
互
ひ
に
聯
な
れ
り
。

（
中
略
〉
井
里
と
な
れ

ば
益
々
相
ひ
守
望
せ
り
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
本
節
で
次
に
紹
介
す
る
、
順
治
十
二
年
（
一
六
五
五
）
に
新
設
さ
れ
た
南
海
県
雲
津
盤

「
就
等
の
居
は
里
を
連
ぬ
る
に
属
す
」
と
言
い
、
第
十
五
条
で
「
本
図
の

第
二
二
図
は
、
新
設
時
作
成
の
「
開
図
合
同
」
の
前
言
で
、

十
甲
、
居
祉
相
ひ
連
な
る
」
と
言
う
。
い
ず
れ
も
、
そ
の
実
態
と
は
別
に
（
後
者
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
後
段
を
参
照
）
、
図
内
構
成9

5
 

員
は
近
接
し
て
い
る
べ
き
と
の
理
念
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
按
し
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
清
代
南
海
県
の
実
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

珠江デルタの集落と「村」

清
代
に
入
る
と
、
珠
江
デ
ル
タ
で
は
図
が
増
設
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
順
治
十
二
年
に
設
置
さ
れ
た
南
海
県
雲
津
壁
第
二
二
図
に
つ

ハ
附
血
〉

き
、
そ
の
里
長
戸
の
地
理
的
分
布
を
検
討
す
る
（
史
料
に
つ
い
て
は
、
表
2
、
参
照
）
。

な
お
、
本
図
の
特
徴
と
し
て
、
第
一
・
一
一
了

六
・
七
・
八
・
九
・
十
甲
の
各
里
長
戸
が
複
数
の
姓
氏
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
図
の
運
営
に
関
わ
る
姓
氏
が

「
首
名
」
と
は
、
ひ
と
つ
の
里
長
戸
を
共
有
す
る
複
数
姓
氏
の
中
の
代
表
姓
氏
の
意
味
で

ハ
明
副
）

あ
る
。
本
図
の
里
長
戸
名
な
い
し
首
名
と
、
そ
の
連
絡
先
村
名
を
整
理
し
た
も
の
が
表
2
で
あ
り
、
さ
ら
に
表
2
の
B
・
E
に
示
さ
れ

ハ
帽
岨
〉

る
連
絡
先
村
名
を
地
図
上
に
示
し
た
の
が
図
2
で
あ
る
。
図
2
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
①
蓬
辺
、
付
雲
路
（
西
樵
山
に
在
り
〉
、

多
数
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、

(e) 
繋

涌、

ω黄
岡
は
、
同
治
『
南
海
県
士
山
』
所
載
の
雲
津
霊
園
を
見
る
か
ぎ
り
、
雲
津
壁
の
盤
域
外
に
在
る
。

前
に
紹
介
し
た
「
開
図
合
同
」
の
言
と
は
異
な
り
、
図
2
か
ら
、
順
治
十
二
年
当
時
で
も
、
里
長
戸
・
首
名
の
聞
の
距
離
が
、
最
も

遠
い
場
合
に
は
、
直
線
距
離
で
十
キ
ロ
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
大
沙

1
蓮
辺
〉
。

時
代
が
下
り
、

E
の
時
点
に
な
る
と
、
分
布
が
さ
ら

に
分
散
的
に
な
り
、
そ
の
聞
の
距
離
も
遠
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
か
よ
う
な
地
理
的
分
布
か
ら
す
れ
ば
、
本
図
が
有
す
る
機

11 

能
は
、
当
初
よ
り
、
税
糧
の
徴
収
・
納
入
に
ほ
ぼ
単
一
化
し
て
お
り
、
地
理
的
近
接
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
外
敵
防
御
等
の
種
々
の
日



ひa
p・4 表2 南海県雲津盤第二十二図の皇長戸名と地理的分布

A：立合同人 B：首名とその村 Jc・oj E：恩長戸名とその村

一甲 鍾郵劉 ①淫辺の部家 鍾郵劉 鍾郵劉 （り雲路村 鍾郵劉
二甲 震祖文 ②〔大岸〕 震祖文 震祖文（ゆ〔大岸］ 震祖文
三甲 緩秦区 ③山根の区・筒両家 緩衆理 羅衆理や）山頂、（d）山脚、（e）懇涌、（f）黄岡 経信
四甲 張祖徳 ④〔上幸郷村→上新村〕 張祖徳 張複徳（g）上宰郷村→上新村 張祖徳
五甲 程祐新 ⑤〔林村〕 程祐新 程祐新（ω儒林村→儒林旦 程祐新
六甲 梁何同 ⑥奉村→上新村の梁家 梁何潜 梁何潜 〈不明〉 梁有徐
七甲 陳運昌・楊梁成・周羅何 ⑦林村の陳家 陳運昌 陳運昌（i）王侯岡→王侯廟、 (j）林村 棟運昌
八甲 潜和張 ③雲港の潜家 潜和張 潜張陳（k）百溶郷＝雲港 潜徳
九甲 区劉葉 ⑨大沙の区・劉二家 区劉薬 区劉業（I）大沙、制杜落、（n）白沙溶 劉道崇
十甲 潜梁震 ⑬大良の潜家 潜梁震 潜梁震（o）幸村→上新村 潜梁震

出所：
A 順治12年 (1655）、「関図」時の毘長戸ないし「首名」 〈出所： JI民治12年に作成され、知県の押印がある「開図合同J。『明清仏山碑刻文献経済資料』頁コi¥O～二八五、所収。原載は、石湾《太原塞氏崇本堂族譜》。なお．本族議の編纂・刊行時期は不明。広東省中山図書館歴史文献部編印『館蔵広東族譜目録』一九八六年、にも未収録の族譜である。原史料は．筆者未見〉
B 順治12年（1655）、「開図」時の「首名」連絡先村名〈出所： Aと同じ〉。〔〕内は推定による息長戸の連絡先村名。C・D 康照36年 (1697）および康照51年（1712〕の里美戸名ないし首名（出所：「均卯挨甲合同」及び「罰欠糧例合同」。『明清仏山碑刻文献経済資料』頁四四四～四四九、所収。原裁は、石湾《太原雲氏崇本堂族譜》〉
E 時期不明の里長戸名とその連絡先村名〈複数姓氏の場合は、「首名」のみの連絡先か、複数姓氏すべての連絡先か不明である〉。「開図合同」を上記族譜に掲載する時に付された前文に記載されている。戸名の変化から、 DとFの向と推測。なお、室長戸の連絡先村名は、上記『資料』では〈〉内に記載されている。上記『資料』巻頭の「編輯説明」 t士、 〈〉を原史料に脱漏があった場合に、文脈に則って補充した文字を示すものとするが、ここでは原史料の割注を示すものと思われる（出所： Aと同じ〉
F 威豊4年（1854）時点の息長戸名〈出所：同治『南海県志』巻六・経政署、図甲表〉
G 宣統2年（1910）時点の皇長戸名〈出所：宜統『南海県志』巻七・経政易、図甲表〉

（注〉
②・（b）はAの史料より推定。④は（g）より推定。ただし、上幸郷村＝上幸村＝上新村と推定。 ⑤は表3より推定。 ⑥奉村は幸村の誤記、幸村口上新村と推定。（h）儒林村は儒林旦と推定。 (i）王侯岡は王侯伺の誤記、王侯岡＝王侯廟と推定。 同社潜は社沼の誤記と推定。 (o）撃村＝新村＝上新村と推定。 ③山根、⑩大良、（c）山頂，（d）山脚‘（n）白沙溝、等の地点は不明。
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常
的
共
同
活
動
は
、

一
図
全
体
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

一
倒
の
み
か
ら
で
は
あ
る
が
、
他
の
増
設

図
に
つ
い
て
も
、
あ
て
は
ま
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
既
設
の
図
に
つ
い
て
も
、
絶
戸
と
な
っ
た
里
長
戸
を
補
充
す
る
際
に
、
新

規
参
入
の
里
長
戸
が
、
他
の
里
長
戸
と
地
理
的
に
近
接
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
で
再

考
し
た
い
。

第
三
節

南
海
県
の
村
と
聾

南
海
県
の
場
合
、
順
徳
県
の
ご
と
く
、
「
壁
・
村
」
体
系
の
目
的
等
に
具
体
的
に
言
及
す
る
史
料
は
、
管
見
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
宣

統
志
・
都
豊
が
、
村
の
壁
へ
の
帰
属
基
準
を
、
つ
ま
り
村
の
行
政
村
に
関
わ
る
側
面
を
検
討
す
る
に
足
る
材
料
を
提
供
し
て
い
る
（
以

「
都
豊
」
と
銘
打
つ
も
の
の
、
実
際
に
は
、
ま
ず
県
を
捕
属
・
九
江

下
、
本
節
は
宣
統
志
・
都
壁
に
基
づ
く
〉

0

さ
て
、
宣
統
志
は
、

主
簿
・
六
巡
検
司
に
八
分
し
て
い
る
。
次
に
こ
れ
ら
各
々
に
所
属
す
る
隼
を
掲
示
し
（
表
I
、
参
照
）
、
そ
れ
か
ら
各
壁
ご
と
に
「
関

係
す
る
村
」
を
掲
示
す
る
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
各
壁
に
「
関
係
す
る
村
」
は
、
掲
示
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
①
次
の
②
・
＠
と

の
対
比
で
、
本
稿
が
正
規
の
段
と
呼
ぶ
箇
所
に
掲
示
さ
れ
る
村
、
②
そ
の
文
頭
が
「
又
」
の
語
で
始
ま
る
の
で
、
本
稿
が
「
又
」
の
段

と
呼
ぶ
箇
所
に
掲
示
さ
れ
る
村
、
③
改
行
後
の
「
按
語
」
中
で
言
及
さ
れ
る
村
、
以
上
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
⑥
は

①
・
＠
に
対
す
る
補
充
、
な
い
し
は
補
足
説
明
で
あ
る
か
ら
、
主
要
に
は
①
と
＠
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
一
明

し
か
し
、
①
と
＠
と
に
分
類
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
全
く
説
明
が
な
い
。
た
だ
し
、
①
に
は
、
例
え
ば

A
壁
の
条
に
お
い
て
、

「
B
盤
に
兼
ね
ら
る
」

「
B
壁
に
跨
が
る
」
等
の
割
注
を
施
さ
れ
た
村
も
あ
る
。
ま
た
、
②
・
＠
に
は
、
例
え
ば

A
壁
の
条
に
お
い
て
、

「
B
壁
に
属
す
。
惟
だ
地
は

A
壁
に
在
り
」

（
或
い
は
「
籍
は

B
壁
に
属
す
。
惟
だ
地
は

A
壁
に
在
り
」
）
等
の
注
釈
を
施
さ
れ
た
村



が
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
上
の
注
釈
を
利
用
し
て
、
分
類
の
基
準
を
推
測
し
、
南
海
県
が
想
定
し
て
い
る
村
の
概
念
を
考
察
す
る
こ
と
に

し
た
い
。
注
釈
を
付
さ
れ
た
村
の
う
ち
、
移
動
・
移
住
に
関
係
す
る
も
の
は
、
情
報
量
が
比
較
的
多
い
の
で
、
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
考

察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

－
事
例
1

魁
岡
盤
所
在
の
両
頭
村
（
億
一
域
お
よ
び
巡
検
司
域
を
越
え
た
県
内
移
住
。
図
2
の
矢
印
①
）

魁
一
岡
壁
の
条
の
按
語
が
言
及
す
る
村
に
、
岡
頭
村
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
按
ず
る
に
、
采
訪
冊
に
、
（
中
略
）
又
た
村
あ
り
て
岡
頭

と
日
ふ
。
主
簿
属
の
大
同
盤
よ
り
こ
こ
に
遷
れ
り
。
地
は
魁
岡
壁
に
属
す
も
、
籍
は
大
同
盤
に
仰
る
」
と
。
整
理
す
る
と
、
ア
岡
頭
村

珠江デルタの集落と「村J

は
、
地
理
的
に
は
魁
岡
壁
に
在
る
、
イ
岡
頭
村
の
住
民
は
大
同
豊
か
ら
移
住
し
て
き
た
者
（
姓
氏
不
明
な
の
で
某
姓
と
呼
ぶ
）
で
、
某

円
相
品
〉

姓
の
「
籍
」
は
依
然
と
し
て
大
同
盤
に
属
し
て
い
る
。
ウ
岡
頭
村
は
魁
岡
隼
の
正
規
の
段
に
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
、
と
な
る
。
こ
こ

か
ら
、
岡
頭
村
は
魁
雨
量
の
壁
域
内
に
在
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
正
規
の
段
に
計
上
さ
れ
な
い
理
由
は
、
某
姓
の
「
籍
」
が
依

然
と
し
て
大
同
盤
所
属
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
こ
に
登
場
す
る
「
籍
」
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
、
そ
の
内
容
が

移
住
に
伴
っ
て
移
住
元
か
ら
移
住
先
へ
と
自
動
的
に
は
変
わ
ら
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
、
移
住
に
伴
っ
て
そ
の
内
容
が
自
動
的
に
変
わ

る
現
居
住
地
主
義
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
こ
れ
を
指
摘
で
き
よ
う
。

－
事
例
2

張
瑳
盤
の
石
頭
村
（
壁
域
お
よ
び
巡
検
可
域
を
越
え
た
県
内
移
住
。
図
2
の
矢
印
②
）
。

張
桂
盤
の
条
は
、
正
規
の
段
に
、
弼
唐
村
な
ど
計
十
八
の
村
名
を
掲
示
し
た
後
、
次
の
按
語
を
付
す
。
す
な
わ
ち
、

「
道
光
志
に
村

有
り
て
石
頭
と
日
ふ
。
蓋
し
、
深
村
豊
の
石
頭
村
の
震
族
に
、
国
初
に
当
た
り
し
時
に
、
張
桂
盤
の
弼
唐
村
に
遷
り
し
者
有
り
て
、
都

図
盤
甲
に
因
り
て
皆
な
石
頭
と
書
く
が
ゆ
ゑ
に
亦
た
石
頭
と
名
づ
く
に
困
ら
ん
」
と
。
な
お
、
石
頭
村
は
張
桂
盤
の
条
の
正
規
の
段
に

15 

計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
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こ
れ
は
、
道
光
志
は
、
張
瑳
壁
の
村
と
し
て
石
頭
村
を
計
上
し
た
が
、
宣
統
志
で
は
石
頭
村
を
計
上
し
な
い
理
由
を
述
べ
た
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
清
初
に
、
深
村
壁
の
石
頭
村
か
ら
張
桂
壁
の
弼
唐
村
へ
移
住
し
た
霊
姓
が
い
一
明
震
姓
は
、
移
住
後
も
、

H

自
己

「
都
図
壁
甲
」
に
基
づ
い
て
石
頭
村
と
書
い
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
道
光
志
は
、
石
頭
村
を
張
櫨
壁
の
村
に
計
上
し
て

の
村
名
u

を、

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。
つ
ま
り
、
石
頭
村
と
は
、
塞
姓
が
深
村
壁
に
居
住
し
て
い
た
時
の
村
で
あ
り
、
張
瑳
壁
と
は
無
縁
な
村
で

あ
る
か
ら
、
正
規
の
段
に
計
上
す
る
必
要
が
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
さ
し
あ
た
り
、
移
住
し
た
姓
氏
（
こ
の
場
合
震
姓
〉

に
は
、
現
在
居
住
し
て
い
る
村
（
こ
の
場
合
弼
唐
村
）
と
、
自
己
の
「
都
図
壁
明
日
と
の
関
係
で
定
ま
る
村
（
こ
の
場
合
移
住
元
の
石

頭
村
）
と
の
二
種
類
の
村
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
よ
う
。

円
山
品
）

沙
頭
保
一
一
の
幸
里
（
霊
域
内
移
住
。
図
2
の
矢
印
③
）

。
事
例
3

沙
頭
壁
に
は
六
個
の
「
大
郷
」

（
北
村
、
沙
涌
な
ど
）
が
あ
る
。
そ
し
て
、
各
大
郷
は
母
集
落
以
外
に
、
数
個
の
「
小
村
」
を
有
し

小
村
を
有
す
。
こ
の
う
ち
、
幸
里
に
は
割
注
が
付
さ
れ
て
お
り
、

に
何
ほ
北
村
に
属
す
〉
と
あ
る
。

て
い
る
。
さ
て
、
大
郷
の
ひ
と
つ
と
し
て
北
村
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
北
村
は
母
集
落
以
外
に
、
陳
教
北
里
、
陳
教
南
里
、
幸
里
の
三

〈
地
は
沙
涌
に
在
り
。
惟
だ
何
氏
は
北
村
よ
り
こ
こ
に
遷
る
が
ゆ
ゑ

沙
涌
も
大
郷
で
あ
り
、

八
個
の
小
村
を
有
す
。
た
だ
し
、
沙
涌
の
小
村
と
し
て
、
幸
里
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
他
の
大
郷

の
小
村
と
し
て
も
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
幸
里
が
帰
属
し
て
い
る
大
郷
は
北
村
の
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
大
郷
か

ら
幸
里
へ
移
住
し
た
姓
氏
が
あ
れ
ば
、
何
姓
と
同
様
に
、
そ
の
大
郷
の
小
村
と
し
て
計
上
さ
れ
る
可
能
性
が
大
き
い
か
ら
、
こ
れ
は
、

幸
里
の
住
民
の
大
部
分
が
、
北
村
か
ら
移
住
し
た
何
姓
で
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
よ
流
山

と
こ
ろ
で
、
同
治
志
の
沙
頭
壁
図
を
見
る
と
、
沙
頭
壁
の
多
く
の
小
村
は
、
母
集
落
か
ら
離
れ
た
所
に
分
布
し
て
い
る
。
し
た
が
っ



て
、
小
村
と
は
、
母
集
落
の
周
囲
に
開
発
可
能
地
が
無
く
な
っ
た
た
め
、
母
集
落
の
一
部
住
民
が
移
住
し
て
形
成
し
た
小
集
落
と
推
測

さ
れ
る
。
ま
た
、
壁
の
ひ
と
つ
下
の
下
部
単
位
を
村
と
考
え
る
な
ら
、
沙
頭
壁
で
は
大
郷
が
村
に
相
当
し
、
小
村
は
前
述
し
た
村
の
下

部
単
位
の
坊
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
て
、
割
注
の
八
地
は
沙
涌
に
在
り
〉
と
い
う
表
現
は
、
宰
里
と
い
う
集
落
が
、
地
理
的
に
は
、
沙
涌
大
郷
の
”
郷
域
μ

ら
ば
、
村
域
と
な
ろ
う
）
に
在
る
こ
と
を
意
味
す
持
w

し
か
し
、
宰
里
に
居
住
す
る
何
姓
は
北
村
大
郷
か
ら
移
住
し
た
人
々
で
あ
る
の

（
他
壁
な

で
、
幸
里
も
北
村
大
郷
に
所
属
す
る
、
と
言
う
。
こ
れ
は
壁
域
内
移
住
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
集
落
（
或
い
は
そ
の
住

珠江デルタの集落と「村」

民
〉
が
、
ど
の
壁
に
帰
属
す
る
か
は
、
こ
こ
で
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ど
の
大
郷
（
他
壁
な
ら
ば

村
〉
に
帰
属
す
る
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
例
3
か
ら
、
あ
る
大
郷
に
属
す
る
姓
氏
が
、
他
の

n
郷
域
μ

に
移
住
し
て
集
落
を
形
成
し

た
場
合
、
該
集
落
（
或
い
は
該
姓
氏
）
は
依
然
と
し
て
元
の
大
郷
に
属
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
を
指
摘
で
き
よ
う
。
な
お
、
事

倒
3
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
事
例
1
・
2
か
ら
考
え
る
な
ら
、
幸
里
が
北
村
大
郷
に
属
す
の
は
、
検
討
を
保
留
し
て
い
る
「
籍
」
、

或
い
は
「
都
図
壁
甲
」
に
関
係
す
る
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

保
留
し
て
い
る
「
籍
」

「
都
図
壁
甲
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
後
者
か
ら
検
討
し
て
い
こ
う
。

『
許
者
博
士
所
輯
・
広
東
宗
族
契
拠
嚢

録
（
上
・
下
）
』
を
見
る
と
、
民
国
期
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
広
東
省
政
府
財
政
庁
が
発
行
し
た
断
売
契
紙
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、

ハ釘》

こ
に
売
主
の
「
某
都
某
図
某
壁
某
甲
某
戸
丁
」
を
記
入
す
る
欄
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
収
載
さ
れ
℃
い
る
実
際
の
記
入
倒
で
は
、
こ
の そ

う
ち
の
都
・
図
・
甲
・
戸
丁
の
部
分
だ
け
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
壁
の
部
分
は
記
入
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
実
例
が
す
べ
て
東
莞

17 

県
の
も
の
で
あ
り
、
該
県
に
は
量
と
い
う
行
政
区
画
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
甲
の
欄
に
記
入
さ
れ
て
い
る
の

は
、
図
甲
制
の
甲
に
つ
い
て
の
序
数
詞
で
あ
り
、
保
甲
制
の
甲
の
そ
れ
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
、

「
都
図
量
甲
」
の
語
が
指
示
す
る
も
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の
は
、
図
甲
制
に
お
け
る
所
属
表
示
で
あ
る
こ
と
が
判
現
し
よ
う
。
な
お
、
図
甲
制
に
お
け
る
実
際
の
序
次
は
、
都
・
図
・
壁
・
甲
で

は
な
く
、
都
・
壁
・
図
・
甲
の
顕
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
ゆ
山

一方、

「
籍
」
に
つ
い
て
は
、
事
例
1
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
言
う
「
籍
」
は
、
明
ら
か
に
現
居
住
地
主
義
的
な
も
の
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
、
「
原
籍
」
「
本
籍
」
等
と
呼
ば
れ
る
本
籍
地
主
義
の
「
籍
貫
」
が
こ
れ
に
該
当
し
ょ
一
羽
岡
治
六
年
刊

・
民
国
十
一
一
一
年
重
刊
『
（
南
海
県
）
播
式
典
堂
族
譜
』
は
、
巻
一
・
凡
例
で
、
該
族
の
「
籍
貫
・
戸
口
」
を
各
一
房
ご
と
に
掲
示
す
る
こ

表
坊
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
後
に
、

と
を
表
明
し
、
巻
二
に
こ
れ
を
記
載
す
る
。
例
え
ば
、
長
房
内
の
三
個
の
小
房
に
つ
い
て
、
そ
の
居
住
地
が
〔
河
清
壁
河
清
村
の
］
東

「
主
簿
属
河
清
壁
三
十
二
図
一
甲
の
藩
永
盛
戸
に
編
入
せ
ら
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
籍
貫
」

の
内
容
が
、
「
都
壁
図
甲
」
（
主
簿
属
は
都
の
代
替
）
で
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
よ
う
（
な
お
「
戸
口
」
は
潜
永
盛
戸
で
あ
る
）
。

ま
た
、
宣
統
南
海
志
・
巻
二
六
・
雑
録
公
ニ
葉
表

1
裏
）
は
、
里
甲
制
を
基
礎
と
す
る
（
す
な
わ
ち
本
籍
地
主
義
に
よ
る
）

門
川
叫
〉

年
題
准
」
の
「
編
審
戸
口
」
規
定
に
つ
い
て
案
語
を
付
し
、

「
順
治
五

コ
戸
の
籍
〔
貫
］

は
、
都
壁
図
甲
に
分
か
つ
」
と
述
べ
る
。
以
上
よ
り
、

清
末
南
海
県
の
「
籍
」
H
「
籍
貫
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
表
示
に
は
、
少
な
く
と
も
図
甲
制
体
系
の
都
（
或
い
は
巡
検
司
等
）

壁

図
・
甲
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
不
動
産
売
買
の
契
拠
を
見
る
と
、
売
主
の
所
属
表
示
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、

五
斗
口
再
魁
岡
島
一
河
宕
跡
人
氏
壱
百
零
四
降
九
回
や
民
籍
」
（
嘉
慶
二
二
年
作
蹴
…
と
、
巡
検
司
（
H
都
の
代
替
）
・
壁
・
図
・
甲
及
び
籍

「
立
明
断
売
山
地
契
人
筒
応
福
係
南
海
県

別
に
加
え
て
、
村
名
を
表
示
す
る
も
の
が
あ
る
。
図
甲
制
上
の
所
属
は
、
不
動
産
売
買
に
伴
う
過
割
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
村
名

門

M
U）

・
を
も
書
き
こ
む
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

光
緒
三
三
年
刊
『
南
海
甘
蕉
蒲
氏
家
譜
（
不
分
巻
）
』
（
香
港
大
学
漏
平
山
図
書
館
、
及
び
広
東
省
中
山
図
書
館
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
甘



蕉
村
の
蒲
姓
は
、
洪
武
二
年
（
一
三
六
九
）
に
甘
蕉
村
へ
移
住
し
て
定
着
し
た
。
そ
し
て
、
永
楽
二
二
年
三
四
二
四
）
に
県
衛
門
に

赴
い
て
、
図
甲
制
上
に
お
け
る
戸
を
聞
き
、
籍
貫
を
定
め
た
。
こ
れ
を
、
威
豊
五
年
（
一
八
五
五
）
の
執
筆
に
係
る
「
甘
蕉
蒲
氏
三
世

楽
善
祖
伝
」
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
「
愛
に
永
楽
甲
辰
の
二
十
二
年
、
蒲
鏡
輿
を
以
て
戸
を
南
海
〔
県
〕
甘
蕉
〔
村
〕
に
開
き
、
籍
は

お
よ

三
江
〔
巡
検
】
司
抄
凡
壁
の
十
図
十
甲
に
逮
ベ
り
」
。
な
お
、
蒲
鏡
輿
戸
は
里
長
戸
と
し
て
設
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
硲
w

こ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
、
戸
を
開
設
す
る
場
所
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
こ
れ
を
甘
蕉
村
と
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
点
で
あ
一
物
こ
れ
は
、
た

と
え
都
（
或
い
は
巡
検
司
〉

・
隼
・
図
・
甲
の
所
属
が
決
ま
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
蒲
鏡
輿
戸
H
蒲
姓
の
居
住
地
を
地
理
的
に
特
定

珠江デルタの集落と「村」

で
き
な
い
こ
と
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
蒲
鏡
輿
戸
が
里
長
戸
で
あ
る
な
ら
ば
、
担
役
・
納
糧
義
務
遂
行
と
の
関
係
か
ら
、

国
家
や
皇
内
の
各
里
長
戸
に
対
し
て
、
蒲
姓
の
居
住
地
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
様
に
、
そ
の
居
住
地
を
随
意
に
変
更

円
四
骨
〉

ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
蒲
姓
に
と
っ
て
、
甘
蕉
村
と
は
、
た
ん
な
る
居
住
地
で
は
な
く
、
担
役
・
納
糧
義
務
上

の
責
任
所
在
地
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
図
甲
制
上
の
戸
（
と
り
わ
け
里
長
戸
）
の
責
任
所
在
地
と
し
て
設
定
さ
れ
た
村
を
指
し
て
、

ハ
日
朝
〉

以
下
、
本
籍
村
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
籍
貫
が
図
甲
制
と
連
関
す
る
点
と
、
図
甲
制
の
順
調
な
運
営
に
は
里
長
戸
の
本
籍

村
明
示
が
必
要
で
あ
る
点
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
、
籍
貫
の
内
容
と
し
て
、
都
・
隼
・
図
・
甲
の
み
な
ら
ず
、
本
籍
村
を
も
含
め
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
、
節
を
改
め
て
考
察
し
よ
う
。

第
四
節

南
海
県
の
村
と
図
甲
制

19 

ま
ず
、
事
例
4
を
検
討
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
地
理
的
に
は
単
一
の
壁
の
盤
域
内
に
在
る
一
個
の
村
が
、
複
数
の
壁
に
所
属
し
て
い
る

円
四
割
〉

現
象
の
一
例
で
あ
る
。
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A

－
事
倒
4

南
海
県
林
村
（
二
壁
に
両
属
す
る
村
）

百
溶
壁
の
条
の
正
規
の
段
は
林
村
を
あ
げ
、

〈
両
壁
に
跨
が
る
〉
と
の
割
注
を
付
す
。
ま
た
、
雲
津
壁
の
正
規
の
段
も
林
村
を
あ
げ

つ
ま
り
、
林
村
は
ニ
壁
に
両
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
同
治
志
の
百
呂
田
壁
図
と
雲
津
壁
南
図
と
を
対

照
す
る
と
、
林
村
は
、
雲
津
壁
南
図
に
お
い
て
、
雲
津
壁
の
霊
域
内
と
見
倣
し
う
る
地
点
に
図
示
さ
れ
て
お
り
、
地
理
的
に
は
雲
津
壁

〈
必
〉

の
空
域
内
に
在
る
と
判
断
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
光
緒
『
桑
園
囲
士
山
』
巻
二
・
図
説
、
百
溶
・
雲
津
霊
基
分
図
（
四
四
葉
表

1
四
七
葉

る
（
割
注
は
無
し
）

0

表
）
は
、
桑
園
囲
の
「
大
囲
」

（
堤
防
〉
の
う
ち
、
百
器
壁
と
雲
津
壁
が
「
歳
修
」
（
毎
年
冬
季
の
補
修
）
を
行
な
う
べ
き
基
段
に
つ

い
て
、
こ
れ
を
さ
ら
に
細
分
し
、
各
基
主
業
戸
ご
と
の
責
任
基
段
を
図
示
し
て
い
石
戸
そ
し
て
、
林
村
付
近
の
基
段
に
つ
い
て
は
、
各

基
主
業
戸
名
と
そ
の
責
任
基
段
の
長
さ
と
を
、
例
え
ば
「
雲
津
保
一
一
林
村
郷
程
祐
新
基
五
十
九
丈
九
尺
」

（
林
村
郷
日
林
村
で
あ
る
）
の

ご
と
く
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
基
主
業
戸
名
と
、
各
々
の
図
甲
制
上
の
所
属
と
を
ま
と
め
た
の
が
表
3
で
あ
る
o

表
3
の
中
の
陳
運
昌

戸
と
程
祐
新
戸
と
は
表
2
に
も
登
場
す
る
。
こ
こ
で
、
第
二
節
に
お
い
て
「
連
絡
先
の
村
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
第
三
節
で
の
考
察
を

踏
ま
え
れ
ば
、
本
籍
村
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
表
3
に
整
理
し
た
各
基
主
業
戸
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
村
名
も
、
本
籍
村

と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
雲
津
壁
南
図
で
「
林
村
」
と
記
さ
れ
て
い
る
地
点
の
周
囲
に
は
、

ハ

mv

記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
四
姓
の
林
村
居
住
を
示
唆
し
て
い
る
。

「
程
調
」

「
饗
洞
」

「
陳
洞
」

「
梁
洞
」
が

さ
て
、
陳
運
昌
戸
の
籍
貫
上
の
壁
は
雲
津
壁
で
あ
り
、
そ
の
本
籍
村
は
林
村
で
あ
る
。
溝
致
忠
戸
の
壁
は
百
器
保
主
で
あ
り
、
そ
の
本

籍
村
は
林
村
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
林
村
は
、
異
な
る
壁
に
所
属
す
る
種
姓
と
陳
姓
の
双
方
の
本
籍
村
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
雲
津

・
百
濯
の
両
壁
は
、
と
も
に
林
村
を
正
規
の
段
に
計
上
す
る
が
、
林
村
は
地
理
的
に
は
雲
津
壁
の
壁
域
内
に
在
る
。
し
た
が
っ
て
、
林

村
が
百
糧
壁
の
正
規
の
段
に
計
上
さ
れ
る
理
由
は
、
籍
貫
土
、
百
濯
壁
の
図
甲
に
所
属
す
る
姓
氏
（
こ
の
場
合
潜
姓
）
が
林
村
を
本
籍



村
と
し
て
い
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
以
上
よ
り
、
各
壁
の
正
規
の
段
は
、
籍
貫
上
、
白
壁
の
図
甲
に
所
属
し
て
い
る
姓
氏
の
本
籍

つ
ま
り
、
各
壁
の
本
籍
村
一
覧
表
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
o

ま
た
、
村
の
壁
へ
の
帰
属
基
準
が
、
地
理
的
要
素

（
日
）

で
は
な
い
こ
と
も
改
め
て
判
明
し
よ
う
。

珠江デ、ルタの集落と「村」21 

村
を
計
上
し
た
も
の
、

こ
こ
か
ら
、

「
又
」
の
段
に
計
上
さ
れ
て
い
る
村
に
つ
い
て
は
、

南海県林村の塁長戸とその所属壁

A 記基主述業戸に関する｜｜｜｜ B 基主業戸の図甲制上の所属

雲津室林村郷程祐新基 程祐新は雲津隼22図5甲の総戸

雲津室林村郷林世挙基 不明

雲津壁林村郷梁書長慶基 梁書長慶は雲津盤48図7甲の総戸111

雲津室林村郷社開基 不明

雲津室林村郷家子邦基 不明

雲津隼林村郷陳運昌基 陳運昌は雲津盤22図7甲の総戸

百溶壁林村郷潜致忠基｜｜潜致忠は百惜12図5甲の総戸

表3

出所： Aは光緒『桑園闘志』巻二・図説、百溶・雲津盤基分図。

Bは同治『南海県志』巻六・図甲表；宣統『南海県志』

巻七・経政署、図甲表；民国『続桑園囲志』巻八・起科。

注1：同治『南海県志』巻六・経政客、図甲表、および室統

『南海県志』巻七・経政審、図甲表では、雲津壁48図7

甲の総戸名は鴻名標。光緒『桑園囲志』巻入・起科、所

載の図甲一覧には、雲津隼48図は掲載されていなL、。民

国『続桑園図志』巻八・起科、所載の図甲一覧に至っ

て、雲津室48図7甲の総戸として梁徐慶戸が登場する。

ア
白
壁
の
本
籍
村
の
坊
（
と
く
に
小
村
）
の
う
ち
、
他
壁
の
壁
域

内
に
在
る
も
の
、
ィ
白
壁
の
壁
域
内
に
在
る
が
、
他
壁
の
本
籍

村
で
あ
る
も
の
、
も
し
く
は
他
壁
の
本
籍
村
の
坊
で
あ
る
も
の
、

ウ
蛋
民
の
停
泊
地
、
等
と
整
理
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、

ア
や
イ

の
坊
及
び
ウ
は
、
南
海
県
の
制
度
的
基
準
に
厳
密
に
照
ら
せ
ば
、

計村
上と
さ t土

れ呼
てベ
いな
るい
わで
けあ
でろ
はう
な。
い詰ま。〕Tこ

ア
に
つ
い
て
は
全
て
が

こ
こ
で
、
事
例
1
1
3
を
再
考
す
れ
ば
、
事
例
1
の
岡
頭
村

が
魁
岡
壁
の
正
規
の
段
に
計
上
さ
れ
な
い
の
は
、
某
姓
の
本
籍

村
が
大
同
壁
属
の
某
村
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
事
例

2
の
震
姓
の
本
籍
村
は
深
村
壁
の
石
頭
村
で
あ
り
、
震
姓
は
、

張
桂
壁
弼
唐
村
に
居
住
し
て
は
い
る
が
、
籍
貫
上
は
、
張
瑳
壁

に
も
、
弼
唐
村
に
も
属
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
事
例
3
の

宰
里
は
、
何
姓
の
本
籍
村
が
北
村
大
郷
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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以
上
よ
り
、
第
一
に
、
南
海
県
の
村
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
。
あ
る
集
落
（
或
い
は
集
落
群
。
以
下
、
同
じ
）
が

村
と
な
っ
て
い
る
の
唱
該
集
落
を
本
籍
村
と
す
る
姓
氏
が
少
な
く
と
も
一
つ
以
上
あ
る
か
ら
で
あ
一
物
そ
し
て
、
該
村
が
い
ず
れ
の

壁
へ
帰
属
す
る
か
は
、
該
姓
氏
が
ど
の
壁
の
図
甲
に
所
属
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
（
林
村
の
よ
う
に
複
数
の
壁
に
帰
属
す
る
場

合
も
あ
る
）
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
あ
る
集
落
に
、
該
集
落
を
本
籍
村
と
設
定
す
る
姓
氏
が
ひ
と
つ
も
存
在
し
な
い
な
ら
（
例
え
ば
、

自
己
の
本
籍
村
を
離
れ
て
移
住
し
て
き
た
者
ば
か
り
な
ら
）
、
該
集
落
は
村
た
り
え
ず
、
壁
に
は
直
接
帰
属
し
な
い
。
籍
貫
上
に
お
け

る
該
集
落
の
位
置
付
け
は
、
該
集
落
住
民
の
本
籍
村
の
坊
（
と
り
わ
け
小
村
）
と
な
る
。
該
集
落
が
村
と
し
て
独
立
し
、
壁
に
直
接
帰

属
す
る
に
は
、
該
集
落
を
本
籍
村
と
設
定
す
る
姓
氏
が
登
場
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
一
明
た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
本
籍
村
を
設
定

し
た
姓
氏
以
外
に
と
っ
て
は
、
該
集
落
は
依
然
と
し
て
本
籍
村
で
は
な
い
、
と
。

第
二
に
、
南
海
県
の
「
壁
・
村
」
体
系
は
、
主
と
し
て
図
甲
制
を
補
完
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
、
と
推
測
さ
れ
る
。
現
時
点
で
の

仮
説
を
以
下
に
述
べ
て
お
こ
う
。
明
初
よ
り
、
図
甲
制
を
運
営
す
る
う
え
で
、
国
家
側
が
里
長
戸
の
本
籍
村
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可

欠
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
明
代
以
降
に
お
け
る
開
発
・
移
住
の
結
果
で
あ
ろ
う
が
、
清
代
以
降
に
つ
い
て
、
次
の
二
点
を
指
摘
で

き
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、

ア
宜
統
南
海
士
山
・
都
壁
の
正
規
の
段
に
は
、
複
数
の
霊
に
属
す
る
本
籍
村
が
多
数
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
各
壁

に
と
っ
て
、
自
室
属
の
里
長
戸
（
清
末
に
は
対
国
家
責
任
を
直
接
負
う
子
戸
も
含
ま
れ
る
）
の
一
部
が
壁
域
外
に
在
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
こ
れ
と
第
二
節
で
の
検
討
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
、
図
内
里
長
戸
の
地
理
的
分
布
は
時
代
を
下
る
に
つ
れ
分
散
的
と
な
っ
た
と

推
測
で
き
る
点
。
ま
た
、
イ
霊
域
外
移
住
に
よ
る
坊
・
小
村
の
増
加
（
事
例
1
・
2
1
ま
た
億
一
域
内
移
住
に
よ
る
坊
・
小
村
の
増
加

（
事
例
3
）
か
ら
、
皇
長
戸
を
有
す
る
各
姓
氏
内
に
お
い
て
は
、
族
人
の
居
住
分
布
が
分
散
的
と
な
っ
た
と
推
測
で
き
る
点
、

で
あ
る
。

以
上
は
、
各
図
、
さ
ら
に
各
甲
構
成
員
聞
の
地
理
的
近
接
性
を
喪
失
さ
せ
、
各
々
の
内
部
に
お
け
る
共
同
性
と
連
帯
責
任
の
解
体
を
促



す
ひ
と
つ
の
大
き
な
要
因
と
な
ろ
う
。
事
実
、
遅
く
と
も
清
中
葉
以
降
、
図
内
・
甲
内
に
お
け
る
税
糧
徴
収
は
滞
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て

県
側
の
里
長
戸
へ
の
督
促
は
激
化
し
、
ま
た
、
図
・
甲
の
解
体
が
進
展
し
て
い
っ
浦
町
こ
の
た
め
、
国
家
側
が
里
長
戸
を
個
別
に
且
つ

直
接
に
把
握
す
る
必
要
性
は
高
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
南
海
県
の
場
合
は
、
順
徳
県
と
は
異
な
り
、
村
の
把
握
を
、
従
来
通
り
、

税
糧
徴
収
の
確
保
日
図
甲
制
の
補
完
と
の
関
連
で
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

結

び

に

か

え

て
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本
稿
で
は
、
南
海
・
順
徳
両
県
の
統
治
体
系
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
壁
・
村
」
体
系
の
内
容
、
及
び
該
体
系
中
の
村
の
概
念
内
容
が
、

相
違
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
従
来
、
隣
り
合
う
県
の
国
家
的
諸
制
度
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
場
合
、

一
方
の
事
象
や
概
念
内
容

を
他
方
に
も
当
て
は
め
て
し
ま
う
傾
向
が
、
筆
者
自
身
に
も
存
在
し
た
が
、
今
後
は
大
き
な
戒
め
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
南

海
県
の
場
合
、
県
側
が
村
を
図
甲
制
と
の
関
連
で
考
え
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
村
そ
の
も
の
に
外
敵
防
御
等
の
共
同
性
が
全
く
無
い

と
は
言
え
な
い
。
こ
の
点
を
含
め
、
両
県
の
集
落
や
村
の
実
際
を
よ
り
突
き
詰
め
て
い
く
と
と
も
に
、
両
県
の
「
壁
・
村
」
体
系
が
相

違
し
て
く
る
要
因
を
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

金
主

（

1
〉

中
村
治
兵
衛
「
中
国
豪
落
史
研
究
の
回
顧
と
展
望
」
（
唐
代
史
研
究
会
編
集
・
発
行
『
中
国
楽
落
史
の
研
究
』
一
九
八
O
年
、
所
収
〉
。
漬

島
敦
俊
民
も
、
江
南
デ
ル
タ
に
つ
い
て
、
こ
の
点
に
論
及
し
て
い
る
。
演
島
敦
俊
「
明
清
時
代
、
江
南
農
村
の
「
社
」
と
土
地
廟
」
〈
『
山

根
幸
夫
教
授
返
休
記
念
現
代
史
論
叢
（
下
）
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
O
年
、
所
収
〉
、
と
く
に
注
ハ
臼
〉
、
参
照
。
な
お
、
研
究
文
献
の
副
題

は
適
宜
省
略
す
る
。

23 
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（

2
）
 

黄
建
新
・
潅
一
星
「
論
明
清
時
期
仏
山
城
市
経
済
的
発
展
」
〈
『
明
清
広
東
社
会
経
済
研
究
』
広
東
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
所
収
）
。

デ
ル
タ
周
縁
部
た
る
呑
港
新
界
地
区
に
つ
い
て
は
、
長
期
実
地
調
査
と
文
書
資
料
解
読
と
に
よ
っ
て
、
示
唆
に
富
む
視
点
と
成
果
と
が
発

表
さ
れ
て
い
る
。
出
口
間
宮
口
－

m－
困
問
｝
内
巾
子

n
E
S両
足
、
ミ
ミ
N
H
Sた
片
岡

S
h
E念
、
ハ
U

O

目ロ
B
ぴ
山
田
口
－
H
U

－
－
同
也
忍
－
と
く
に
わ
『
由
主
2
E
O

H

曲目

g
出
血
可

g
u
M寸
言
均
史
、
白
町
内
む
き
さ
き
主

gbL『
同
s

h
同町
q
s
h
w
O阿
F
E
C－］
y
・
5
8・
と
く
に
わ
宮
玄

R
5
0
。
室
町
内
同
司
田
口
円
相
－

M
1
雪
山
さ
さ
さ
ミ
ミ
円
U

宣
言
包
同
ミ
ミ
－
切
去
を
旬
、
。

H
r
E

戸
H

・
P
・

5
g・
瀬
川
昌
久
『
中
国
人
の
村
落
と
宗
族
』
（
弘
文
堂
、
一

九
九
一
年
）
、
等
。

ア
ヘ
ン
戦
争
時
期
の
珠
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
抗
英
闘
争
の
研
究
で
は
、
社
学
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
夏
井
春
喜
「
広
東
抗
英
潤
争
」
（
『
講

座
中
国
近
現
代
史
・
第
一
巻
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
、
所
収
〉
は
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
、
社
学
を
構
成
す
る
下
部
単
位

と
し
て
郷
や
村
に
言
及
す
る
が
、
そ
の
実
体
に
つ
い
て
は
検
討
を
加
え
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
史
料
的
制
約
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
実
地

調
査
が
必
要
な
所
以
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
社
学
に
つ
い
て
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
。

演
島
敦
俊
・
片
山
剛
・
高
橋
正
『
華
中
・
南
デ
ル
タ
農
村
実
地
調
査
報
告
書
』
〈
大
阪
大
学
文
学
部
紀
要
、
第
三
一
十
四
巻
、
一
九
九
四
年
。

以
下
、
『
報
告
書
』
と
略
す
〉
第
二
部
、
参
照
。

黄
建
新
・
羅
一
星
、
注
（
2
）
前
掲
論
文
は
、
正
統
年
聞
に
お
け
る
仏
山
室
の
「
村
億
一
組
織
」
（
日
「
壁
・
村
」
体
系
〉
か
ら
「
舗
区
制
度
」

へ
の
移
行
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
村
を
外
敵
防
御
の
基
本
単
位
と
す
る
体
制
か
ら
、
仏
山
村
と
い
う
大
村
（
大
集
落
群
）
を
中
核
に
、

そ
の
周
囲
の
十
五
村
を
吸
収
し
て
、
基
本
単
位
を
壁
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
げ
、
外
敵
防
御
を
よ
り
強
力
に
行
な
う
体
制
へ
移
行
し
た
、
と
。
た

だ
し
「
村
鐙
組
織
」
そ
の
も
の
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
「
鐙
・
村
」
体
系
の
う
ち
、
都
に
は
都
域
が
あ
る
。
都
レ
ヴ
ェ
ル
に
行

政
官
は
い
な
か
っ
た
が
、
南
海
県
で
は
、
明
初
よ
り
、
都
域
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
地
理
的
範
囲
に
巡
検
司
が
設
定
さ
れ
、
巡
検
が
そ
の
範
囲

を
管
轄
し
た
。
し
か
し
、
ど
の
程
度
下
部
単
位
を
掌
握
し
え
た
か
は
未
詳
で
あ
る
。
隼
に
は
霊
域
が
あ
る
が
、
壁
レ
ヴ
ェ
ル
に
行
政
官
は

い
な
い
。
清
末
に
至
り
、
盛
正
な
ど
を
民
聞
か
ら
選
出
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
に
は
室
レ
ヴ
ェ
ル
を
束
ね
る
役
割
の
者
は
、

一
部
の
室
を
除
き
、
存
在
し
な
か
っ
た
。
順
徳
県
で
は
、
乾
隆
二
年
（
一
七
コ
一
七
〉
に
、
県
域
を
旧
来
丞
、
典
史
、
及
び
四
巡
検
に
分
属
さ

せ
る
、
「
県
・
巡
検
司
等
・
壁
・
村
」
の
体
系
（
「
六
属
」
）
が
始
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
光
緒
末
年
に
区
制
が
導
入
さ
れ
、
「
県
・
区
・
村
」

体
系
社
区
制
に
変
わ
っ
た
。
（
康
照
『
南
海
県
志
』
巻
二
・
建
置
略
、
威
豊
順
徳
士
山
・
盤
、
民
国
順
徳
士
山
・
分
区
）
。

ま
た
、
「
隻
・
村
」
体
系
と
並
行
し
て
、
径
役
・
税
糧
を
科
派
す
る
た
め
の
図
甲
制
体
系
が
存
在
し
た
。
図
甲
制
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

（

3
）
 

〈

4
）

（

5
）
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「
清
末
広
東
省
珠
江
デ
ル
タ
の
図
甲
表
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
一
一
編
四
号
、
一
九
八
二
年
〉
、
全
「
清
代
広
東
省

珠
江
デ
ル
タ
の
図
甲
制
に
つ
い
て
」
〈
『
東
洋
学
報
』
六
三
巻
三
・
四
合
併
号
、
一
九
八
二
年
）
、
全
「
清
末
広
東
省
珠
江
デ
ル
タ
に
お
け

る
図
甲
舗
の
諸
矛
盾
と
そ
の
改
革
（
南
海
県
〉
」
（
『
海
南
史
学
』
一
一
一
号
、
一
九
八
三
年
）
。
全
「
清
末
広
東
省
珠
江
デ
ル
タ
に
お
け
る
図

甲
制
の
諸
矛
盾
と
そ
の
改
革
ハ
順
徳
県
・
呑
山
県
ど
（
『
中
国
近
代
史
研
究
』
四
集
、
一
九
八
四
年
）
、
参
照
。

こ
の
概
念
規
定
以
外
に
、
「
村
」
が
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、
注
意
を
促
す
こ
と
に
す
る
。

乾
隆
『
仏
山
忠
義
郷
志
』
巻
一
・
郷
域
志
、
鋳
社
、
及
び
道
光
『
南
海
県
士
山
』
巻
六
・
輿
地
客
、
都
室
。

村
を
郷
と
言
い
換
え
る
表
現
は
、
宣
統
南
海
志
・
都
盤
に
数
箇
所
登
場
す
る
。
ま
た
、
民
国
順
徳
志
・
巻
三
・
建
置
略
二
、
「
胴
廟
」
で

は
、
多
数
の
神
廟
が
「
在
某
々
郷
」
と
い
う
形
式
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
郷
名
は
、
民
国
順
徳
志
・
分
区
に
所
掲
の
村
名
と
完
全

に
照
応
す
る
。
同
様
の
作
業
を
、
同
治
南
海
志
・
巻
五
・
建
置
客
二
、
「
洞
廟
」
と
、
宣
統
南
海
士
山
・
都
室
と
の
間
で
行
な
っ
て
も
、
ほ

ぼ
同
じ
結
果
と
な
る
（
伺
治
南
海
志
に
は
「
都
鐸
」
の
項
が
な
い
の
で
、
宣
統
志
と
対
照
し
た
〉
。
族
譜
に
見
ら
れ
る
郷
名
も
、
村
名
に

照
応
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
清
末
の
南
海
・
順
徳
両
県
の
地
方
志
・
族
譜
で
は
、
村
を
郷
と
言
い
換
え
る
こ
と
は
普
遍
的
と
考
え
ら
れ

る
。
以
下
、
「
郷
」
が
村
を
指
す
場
合
に
は
、
と
く
に
断
ら
ず
に
村
に
言
い
換
え
る
。

大
村
の
場
合
に
は
、
村
と
坊
と
の
聞
に
、
「
舗
」
ハ
仏
山
の
場
合
〉
、
「
埠
」
ハ
龍
山
の
場
合
。
舗
・
埠
は
、
他
伝
一
の
村
レ
ヴ
Z

ル
に
相
当

す
る
〉
、
或
い
は
「
約
」
な
ど
が
あ
る
。
約
は
、
社
・
坊
、
社
・
坊
と
村
の
問
、
村
、
村
と
室
の
問
、
盤
、
集
と
県
の
一
問
、
等
々
と
設
立

さ
れ
る
レ
ヴ
ェ
ル
が
多
様
で
あ
る
。
約
に
つ
い
て
の
考
察
は
後
日
に
期
し
た
い
。

本
稿
で
は
、
た
ん
な
る
人
家
の
集
合
で
は
な
く
、
近
接
す
る
人
家
の
聞
に
地
縁
的
社
会
結
合
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
の
最
小
単
位
を

指
し
て
集
落
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
の
四
単
位
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
「
村
」
は
、
集
落
に
冠
せ
ら
れ
る
名
辞
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
が
必
ず
し
も
自
明
の
も
の
と

は
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
四
単
位
と
し
た
。

香
港
大
学
漏
平
山
図
書
館
蔵
。
こ
れ
は
四
九
年
抄
本
を
、
六
二
年
に
加
筆
し
た
抄
本
。

香
港
新
界
地
区
に
つ
い
て
、

U
－
司

E
円
師
、
注
ハ
2
〉
前
掲
書
、
わ
宮
宮
町
門
戸
、
及
び
瀬
川
昌
久
、
注
ハ
2
〉
前
掲
書
、
第
三
章
第
一
節
、
参
照
。

威
豊
・
民
国
の
両
順
徳
志
で
は
、
村
の
下
部
単
位
を
指
示
す
る
語
と
し
て
、
坊
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
煙
橋
村
の
「
鎮
北
坊
」

も
、
村
に
対
し
て
一
定
の
自
立
性
を
も
っ
集
落
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
未
詳
で
あ
る
。
な
お
、
馬
溶
村
は
、
霞
村
独
立
後
、
霞
村
を
そ
の

（

9
）
 

（叩）
ハロ〉

ハロ）
ハ
日
）

（

U
〉
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（日〉

聞
に
狭
む
三
個
の
集
落
H
坊
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
村
を
構
成
す
る
諸
集
落
の
配
置
例
の
ひ
と
つ
と
な
ろ
う
。

た
だ
し
、
集
落
全
体
の
大
社
と
、
集
落
内
の
各
姓
氏
ご
と
の
小
社
と
が
あ
る
場
合
は
、
レ
ヴ
ェ
ル
の
異
な
る
二
社
に
帰
属
す
る
こ
と
が
あ

る
（
『
報
告
書
』
頁
三
三
七
）
。
な
お
、
土
地
公
に
は
多
種
多
様
な
土
地
公
が
あ
る
が
、
集
落
全
体
の
土
地
公
は
ひ
と
つ
の
よ
う
で
あ
る
。

民
国
『
龍
山
郷
土
山
』
巻
一
・
輿
地
嬰
一
は
、
各
埠
ご
と
に
、
所
在
す
る
里
巷
の
名
と
社
名
と
を
列
挙
す
る
。
例
え
ば
、
鳳
塘
埠
に
は
、
亨

美
坊
と
廟
前
坊
が
あ
り
、
ま
た
、
亨
美
社
と
廟
前
社
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
坊
と
社
と
が
一
対
一
で
対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
の

塁
巷
と
社
と
は
、
必
ず
し
も
一
対
一
に
対
応
し
て
い
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
複
数
の
巷
で
一
坊
と
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
厳
密
な

対
応
関
係
を
探
る
の
は
、
文
献
史
料
か
ら
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
一
社
当
り
の
人
家
数
に
つ
い
て
言
及
す
る
史
料
は
、
い
ず
れ
も
古
制

を
述
べ
る
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
に
は
人
家
数
と
の
聞
に
厳
密
な
照
応
は
な
か
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。

成
豊
『
順
徳
県
士
山
』
巻
ゴ
了
輿
地
客
、
村
、
古
楼
隼
の
条
、
按
語
（
ム
ハ
葉
表
〉
。

こ
こ
で
の
コ
戸
籍
」
と
は
、
現
居
住
地
主
義
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
戸
口
に
関
す
る
帳
簿
の
意
味
で
あ
り
、
保
甲
冊
或
い
は
煙
戸
冊
を

指
す
で
あ
ろ
う
。

洪
水
時
の
緊
急
防
水
活
動
（
「
捻
救
」
）
に
お
い
て
、
集
落
民
が
社
に
結
集
し
、
こ
れ
を
拝
ん
だ
後
に
活
動
を
開
始
す
る
事
例
を
聞
い
た

〈
『
報
告
書
』
頁
三
六
四

1
三
六
五
〉
。
な
お
、
人
家
が
集
住
し
て
い
て
も
、
そ
こ
に
定
着
民
と
呼
ぶ
べ
き
者
が
お
ら
ず
、
自
発
的
組
織
化

が
行
な
わ
れ
な
い
た
め
に
、
社
が
築
か
れ
な
い
ま
ま
四
九
年
に
至
っ
た
事
例
が
あ
る
（
『
報
告
書
』
頁
四

O
五
1
四
O
六
、
参
照
）
。
ま
た
、

村
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
神
廟
が
こ
の
役
割
を
果
た
す
と
思
わ
れ
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
民
国
『
順
徳
県
志
』
巻
一
・
輿
地
略
、
風
俗
は
、

「
郷
ご
と
に
必
ず
神
廟
有
り
。
こ
れ
を
郷
主
廟
と
謂
ふ
」
と
あ
る
。
郷
H
村
で
あ
り
、
示
唆
す
る
所
の
多
い
史
料
で
あ
る
。

こ
れ
は
順
徳
県
の
体
系
で
あ
り
、
南
海
県
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
る
の
は
「
県
・
都
・
保
一
了
村
」
ま
で
で
あ
る
。
な
お
、
民
国
『
順
徳

県
士
山
』
巻
三
・
建
置
略
二
、
団
局
公
約
、
按
語
（
十
一
葉
表
〉
は
、
乾
隆
時
に
郷
H
村
に
公
約
を
作
ら
せ
保
正
を
選
出
さ
せ
た
こ
と
を
述

べ
る
。
し
た
が
っ
て
、
村
が
保
甲
制
の
保
レ
ヴ
ェ
ル
に
相
当
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

清
末
の
順
徳
県
に
お
け
る
全
県
レ
ヴ
ェ
ル
の
外
敵
防
御
・
治
安
維
持
体
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
酋
川
喜
久
子
「
順
徳
回
線
総

局
の
成
立
」
（
『
紀
要
（
東
大
東
洋
文
化
研
究
所
ピ
一

O
五
冊
、
一
九
八
八
年
〉
、
参
照
。

勤
棲
盤
と
黄
連
室
に
河
属
す
る
扶
関
村
と
、
動
古
村
室
と
番
馬
県
に
両
属
す
る
烏
州
村
と
が
こ
れ
で
あ
る
。

複
数
の
坊
・
社
か
ら
成
る
村
の
場
合
、
そ
の
帽
組
合
せ
へ
の
県
側
の
干
与
を
示
す
史
料
は
、
管
見
で
は
見
当
ら
な
い
。
な
お
、
瀬
徳
田
原
で
は
、

（
日
即
）

（

ロ

）

（叩坤）

（

叩

）
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（

幻

）

（詑）
（お）
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（お）

光
緒
十
年
に
「
聯
防
緋
団
」
の
便
宜
か
ら
、
県
域
を
「
十
回
」
に
分
け
た
（
こ
れ
が
光
緒
末
年
の
「
区
制
」
に
引
き
継
が
れ
る
）
。
こ
の

時
、
都
や
盤
に
は
分
断
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、
村
に
は
分
断
さ
れ
た
も
の
は
な
か
っ
た
ら
し
い
（
民
間
順
徳
志
J

分
区
、
五
葉
裏
〉
。

さ
し
あ
た
り
、
鶴
見
尚
弘
「
明
代
に
お
け
る
郷
村
支
配
」
（
『
岩
波
講
座
・
世
界
歴
史
』
第
十
二
巻
、
一
九
七
一
年
、
所
収
〉
参
照
。

順
治
『
九
江
郷
志
』
巻
二
・
古
蹟
、
「
日
四
区
」
、
及
び
民
国
『
龍
山
郷
志
』
巻
一
・
輿
地
客
一
、
彊
域
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
詳
細
は
不

明
で
あ
る
が
、
九
江
・
龍
山
河
室
の
原
設
図
が
地
理
的
近
接
性
を
考
慮
し
て
編
成
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
二
甲
の
塞
姓
は
、
大
江
袋
の
石
湾
か
ら
大
岸
村
に
移
住
し
て
き
た
ハ
図
2
の
矢
印
④
〉
。
移
住
時
期
は
特
定
で
き
な
い
が
、
洪
武
十
四

年
か
ら
順
治
の
問
で
あ
る
（
表
2
A
所
掲
の
史
料
〉
。
第
八
甲
の
潜
姓
は
、
明
初
に
河
清
盛
か
ら
雲
港
村
へ
移
住
し
て
き
た
（
民
国
十
一
一
一

年
重
修
『
へ
南
海
）
潜
式
典
堂
族
譜
』
）
。
な
お
、
本
図
の
設
置
経
緯
か
ら
窺
え
る
諸
問
題
は
、
準
備
中
の
別
稿
で
論
じ
る
予
定
。

複
数
姓
氏
か
ら
成
る
旦
長
戸
の
場
合
、
そ
の
担
役
・
納
糧
責
任
の
所
在
が
分
散
し
て
い
る
と
、
図
の
運
営
に
不
便
な
の
で
、
こ
れ
を
一
本

化
し
て
、
そ
の
代
表
姓
氏
（
H
首
名
〉
と
そ
の
居
住
村
を
明
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
単
一
姓
氏
か
ら
成
る
皇
長
戸
の
場
合
も
、

同
様
に
、
そ
の
居
住
村
を
国
家
及
び
他
甲
に
対
し
て
明
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
里
長
戸
或
い
は
首
名
が
居
住
し
て
い
る

村
を
、
第
四
節
で
の
検
討
ま
で
、
さ
し
あ
た
り
、
「
連
絡
先
の
村
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

③
山
根
、
付
山
頂
、

ω山
脚
も
西
樵
山
に
在
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
本
図
は
民
楽
市
を
会
合
場
所
と
し
て
い
る
。

康
照
志
〈
巻
一
・
輿
地
略
、
盤
村
〉
と
道
光
志
（
巻
六
・
輿
地
略
二
、
都
億
一
）
も
、
村
名
を
掲
示
す
る
が
、
村
の
隼
へ
の
帰
属
基
準
を
推

測
さ
せ
る
材
料
を
欠
く
。
乾
隆
志
は
筆
者
未
見
。
な
お
、
同
治
志
及
び
宣
統
志
所
載
の
各
室
図
は
、
村
の
地
理
的
所
在
を
確
認
す
る
上
で

有
用
で
あ
る
。

「
文
」
の
段
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
村
に
つ
い
て
は
、
各
室
と
の
関
係
の
内
容
を
、
個
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
各
億
一
の

正
規
の
段
に
計
上
さ
れ
て
い
る
村
は
、
各
室
に
正
規
に
所
属
す
る
村
と
考
え
て
差
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

大
同
盤
か
ら
魁
岡
室
ま
で
、
直
線
距
離
で
十
五
キ
ロ
あ
る
。
な
お
、
大
同
俵
一
の
条
は
、
岡
頭
村
を
、
正
規
と
「
又
」
の
い
ず
れ
の
段
に
も

計
上
し
て
い
な
い
。

深
村
室
の
正
規
の
段
に
は
、
石
頭
村
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
光
緒
二
八
年
刊
『
（
南
海
県
〉
石
頭
霊
民
族
譜
』
に
よ
る
と
、
乾
隆
乙
亥
（
二

O
年
H

一
七
五
五
）
以
降
、
弼
唐
村
で
も
震
姓
の
洞
堂
が
数
座
建
て
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
治
志
お
よ
び
宣
統
志
の
図
甲
表
に
よ
る

と
、
震
姓
は
張
楼
室
属
の
図
甲
の
総
戸
を
有
し
て
い
な
い
。
な
お
、
問
治
志
の
張
瑳
盤
図
を
見
る
と
、
弼
唐
村
の
箇
所
に
「
鷹
洞
」
が
図

（

Mm〉
（幻）

（お）
（叩却〉

（鈎〉
（町出）

（招）
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（お）

一
示
さ
れ
て
お
り
、
震
姓
以
外
に
、
少
な
く
と
も
廃
姓
が
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
都
図
盤
甲
」
の
語
を
、
「
都
図
」
（
H
図
甲
制
〉
お
よ
び
「
盤
甲
」
（
H
保
甲
制
）
を
指
す
と
解
釈
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
「
都
室
図

甲
」
と
順
序
を
替
え
て
図
甲
制
の
み
を
指
す
と
解
釈
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
後
諭
す
る
。

沙
頭
室
の
条
は
「
牽
皇
」
と
す
る
。
し
か
し
、
周
治
志
の
沙
頭
隼
図
お
よ
び
図
2
は
「
幸
里
」
と
す
る
。
ま
た
、
人
エ
条
は
、
同
室
石
江
大

郷
所
属
の
小
村
と
し
て
「
翠
村
」
を
あ
げ
る
が
、
こ
れ
も
諸
地
図
は
「
幸
村
」
と
す
る
。
本
稿
で
は
、
「
牽
」
は
「
笠
干
」
の
誤
記
と
考
え

て
お
く
。

母
集
落
た
る
北
村
か
ら
宰
里
ま
で
、
直
線
距
離
で
一
・
五
キ
ロ
ほ
ど
で
あ
る
。
図
2
、
参
照
。
ま
た
、
同
治
志
の
沙
頭
室
図
で
は
、
宰
里

に
最
も
近
い
大
郷
は
沙
涌
で
あ
り
、
沙
涌
大
郷
の
一
小
村
た
る
沙
地
が
宰
里
に
近
接
し
て
い
る
。

村
域
、
及
び
社
域
・
坊
域
に
つ
い
て
は
、
一
節
を
設
け
て
考
察
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
別
の
機
会
に
譲
る
。

東
大
東
洋
文
化
研
究
所
東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー
叢
刊
第
四
九
・
五
回
輯
、
一
九
八
七
・
八
八
年
。
な
お
、
清
末
光
緒
年
聞
に
広
東
布
政
使

が
発
行
し
た
断
売
契
紙
も
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
売
主
の
所
属
表
示
欄
は
「
某
都
某
図
某
甲
」
と
な
っ
て
い
る
。

民
国
『
（
南
海
県
）
仏
山
忠
義
郷
士
宮
巻
四
・
賦
税
志
、
図
甲
、
按
語
は
、
周
礼
・
太
宰
の
都
町
酬
の
説
（
都
H
固
と
考
え
る
〉
等
を
引
い

た
後
に
、
「
都
図
壁
甲
」
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
、
「
都
図
」
「
隼
甲
」
は
土
日
の
制
度
で
あ
り
、
明
以
降
の
現
行
制
度
た
る
図
甲
制
は
、
都
－

保
一
了
図
・
甲
と
い
う
序
次
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

可
清
国
行
政
法
』
第
二
噌
第
一
編
第
一
章
・
戸
籍
、
参
照
。
威
豊
順
徳
志
・
巻
三
・
輿
地
客
、
図
は
、
「
出
仕
・
応
考
の
籍
貫
は
翫
？

図
甲
制
上
の
所
属
）
に
因
る
」
と
述
べ
る
か
ら
、
こ
の
他
に
、
少
な
く
と
も
、
民
籍
・
軍
籍
等
の
籍
別
が
含
ま
れ
よ
う
。

こ
の
規
定
は
『
大
清
会
典
則
例
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
清
初
の
塁
甲
制
復
活
に
係
る
規
定
と
考
え
ら
れ
る
。

松
本
善
海
「
清
代
」
（
『
支
那
地
方
白
治
発
達
史
』
所
収
〉
頁
一
四

0
1
一
四
三
、
参
照
。
な
お
、
案
語
は
、
図
は
都
都
の
都
に
ち
な
み
、

保
一
一
は
郷
里
の
皇
に
ち
な
む
と
の
解
釈
を
提
示
し
て
、
都
宝
図
甲
の
表
示
は
、
元
来
は
地
理
的
所
在
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
の
解

釈
を
提
示
す
る
。

威
豊
四
年
抄
本
『
ハ
南
海
県
〉
寅
氏
族
譜
』
広
東
省
中
山
図
書
館
蔵
。
こ
の
場
合
、
図
甲
制
上
の
所
属
「
戸
」
を
表
示
し
て
い
な
い
。
し

か
し
、
一
甲
が
同
族
よ
り
成
り
、
総
戸
H
塁
長
戸
が
族
内
の
税
糧
を
統
括
し
て
い
る
場
合
に
は
、
所
属
「
戸
」
を
明
示
し
な
く
と
も
、
甲

名
の
み
で
足
り
る
。

（川品）
（お〉

（鉛）
（幻）

（お）

（

m却
）

（
州
制
）

ハ釘〉
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（

位

〉

な
お
、
都
・
室
・
図
・
甲
を
一
切
書
か
ず
、
村
名
の
み
を
書
く
契
拠
も
存
在
す
る
。
か
よ
う
な
契
拠
は
、
過
割
に
用
い
る
こ
と
を
想
定
せ

ず
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
拙
稿
「
『
許
智
博
士
所
輯
・
広
東
宗
族
契
拠
実
録
』
ハ
上
・
下
）
を
読
ん
で
」
『
セ
ン
タ
ー
通
信
』

（
東
大
東
洋
文
化
研
究
所
東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー
〉
三
一
号
、
一
九
九
一
年
、
参
照
。

こ
の
点
は
、
蒲
鏡
輿
戸
開
設
に
至
る
経
緯
か
ら
推
測
で
き
る
。
詳
細
は
別
稿
を
準
備
中
。
な
お
、
蒲
鏡
輿
戸
は
、
宣
統
志
・
巻
七
・
経
政

客
、
図
甲
表
に
、
沙
凡
盤
第
十
図
第
十
甲
の
総
戸
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
威
豊
年
間
に
お
け
る
時
代
状
況
（
本
籍
村
明
示
の
必
要
性
増
大
）
の
影
響
を
受
け
て
、
村
名
を
掲
示
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

呈
甲
制
の
も
つ
原
籍
主
義
的
特
質
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
松
本
善
海
「
現
代
」

Q
支
那
地
方
自
治
発
達
史
』
所
収
〉
、
参
照
。

族
譜
の
書
名
に
は
、
村
名
を
記
載
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
多
く
は
該
同
族
の
本
籍
村
を
回
開
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

理
溶
村
は
、
南
海
県
務
洲
盤
と
順
徳
県
葛
岸
壁
一
に
両
属
す
る
。
こ
れ
は
県
境
上
に
在
る
村
で
あ
り
、
順
徳
県
側
が
採
用
す
る
地
理
的
帰
属

基
準
に
よ
っ
て
両
属
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。

林
村
が
百
溶
室
の
H
飛
び
地
u
で
あ
る
可
能
性
を
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
が
、
管
見
で
は
、
他
村
を
含
め
て
、

n
飛
び
地
u
を
示
唆
す

る
史
料
は
見
あ
た
ら
な
い
。

桑
園
囲
、
大
問
、
基
主
業
戸
等
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
珠
江
デ
ル
タ
桑
園
聞
の
構
造
と
治
水
組
織
」
（
『
紀
要
（
東
大
東
洋
文
化
研
究
所
）
』

第
二
二
冊
、
一
九
九
三
年
〉
、
参
照
。

表
2
の
E
の
王
侯
岡
は
、
宣
統
南
海
志
・
都
盤
、
雲
津
盤
の
正
規
の
段
に
計
上
さ
れ
て
い
る
村
で
あ
る
。
場
所
と
し
て
は
、
林
村
に
近
接

し
て
図
示
さ
れ
て
い
る
「
王
侯
廓
」
と
思
わ
れ
る
。
順
治
十
二
年
以
後
、
陳
姓
に
は
林
村
か
ら
王
侯
岡
へ
移
住
し
た
支
派
が
で
き
た
た
め
、

も
し
く
は
林
村
の
一
坊
で
あ
っ
た
王
侯
岡
が
村
と
し
て
独
立
し
た
た
め
、
本
籍
吋
か
ニ
箇
所
に
な
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
程
調
は
林
村
と
儒

林
皇
の
中
間
に
在
る
。
表
2
の
E
で
は
、
程
祐
新
戸
の
連
絡
先
村
名
は
、
儒
林
村
に
な
っ
て
い
る
が
、
儒
林
村
は
、
宣
統
志
に
至
る
も
、

雲
津
隼
の
村
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
程
調
が
、
林
村
と
儒
林
里
の
中
聞
に
在
る
こ
と
か
ら
、
林
村
の
一
坊
で
あ
っ
た
儒
林
里
が
昇

格
し
て
儒
林
村
に
な
っ
た
可
能
性
と
、
坊
で
あ
る
儒
林
里
を
誤
っ
て
儒
林
村
と
書
い
た
可
能
性
と
が
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
「
林
村
」
と
図
示
さ
れ
た
地
点
の
官
山
涌
を
狭
ん
だ
対
岸
に
は
「
潜
澗
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
表
3
の
潜
致

忠
戸
に
関
係
す
る
洞
堂
か
ど
う
か
は
未
詳
。

室
統
南
海
志
・
都
盤
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
村
の
う
ち
、
地
理
的
所
在
と
籍
貫
（
籍
貫
と
推
定
さ
れ
る
記
述
を
含
む
）
と
に
関
す
る
注
釈
が

ハm制
〉

（

H
H〉

（

必

〉

（
M

叩〉
（円引）

（拍叩）
（川叩）

〈
印
）

（

臼

〉
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（臼〉

付
さ
れ
て
い
る
も
の
全
て
を
調
べ
た
結
果
、
地
理
的
に
は
自
室
に
在
る
が
、
籍
が
他
室
に
属
し
て
い
る
村
は
、
正
規
の
段
に
ひ
と
つ
も
計

上
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
だ
し
、
下
豊
華
室
の
み
例
外
で
あ
り
、
該
盤
の
条
の
按
語
が
こ
の
点
に
言
及
す
る
。

各
室
の
正
規
の
段
で
、
「
某
々
餐
に
兼
ね
ら
る
」
等
の
割
注
を
付
さ
れ
て
い
る
村
は
、
多
く
は
林
村
と
同
様
の
事
情
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、

A
盤
の
正
規
の
段
で
、
「
B
室
に
兼
ね
ら
る
」
と
の
割
注
が
付
さ
れ
て
い
る
村
の
中
に
は
、

B
隻
の
正
規
の
段
に
（
時
に
「
又
」

の
設
に
も
）
計
上
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

B
盤
の
本
籍
村
の
坊
、
と
く
に
小
村
で
あ
る
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

同
頭
村
は
、
大
同
室
の
某
村
の
一
坊
〈
と
く
に
小
村
）
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
意
味
で
、
南
海
県
の
村
の
基
準
に
妥
当

し
な
い
。
岡
一
玖
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
村
の
字
は
、
集
落
を
意
味
す
る
名
辞
で
あ
ろ
う
か
。

南
海
県
の
場
合
、
あ
る
村
が
集
落
群
で
あ
る
場
合
、
複
数
の
集
落
が
結
合
す
る
契
機
を
ミ
行
政
的
人
為
の
側
面
か
ら
考
え
る
べ
き
か
、
そ

れ
と
も
自
生
的
側
面
か
ら
考
え
る
べ
き
か
、
目
下
、
成
案
を
得
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
順
徳
県
や
仏
山
の
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
外
敵
防
御

等
に
お
け
る
自
生
的
な
結
合
契
機
に
注
意
す
る
必
要
か
あ
ろ
う
。

本
籍
村
の
設
定
は
、
か
つ
て
は
豆
長
一
戸
H
総
戸
の
み
が
行
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
図
・
甲
の
解
体
に
伴
い
、
国
家
に
対
し

て
直
接
納
糧
す
る
甲
首
戸
H
子
戸
が
で
て
く
れ
ば
、
子
戸
も
本
籍
村
を
設
定
す
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

あ
る
姓
氏
が
、
現
居
住
地
の
集
落
（
す
で
に
他
姓
の
本
籍
村
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
ろ
う
）
を
、
自
己
の
本
籍
村
と
す
る
条
件
を
明
ら

か
に
す
る
に
は
、
別
途
の
考
察
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
は
後
日
に
期
し
た
い
。

例
え
ば
、
雲
津
室
の
本
籍
村
の
う
ち
、
最
速
と
思
わ
れ
る
村
は
、
海
舟
霊
域
に
在
る
麦
村
で
あ
る
。
図
2
、
参
照
。

さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
、
注
（
5
〉
前
掲
の
八
三
・
八
四
年
論
文
、
及
び
西
川
喜
久
子
、
注
（
幻
）
前
掲
論
文
、
参
照
。

こ
れ
は
、
「
室
・
村
」
体
系
が
保
甲
制
の
役
割
を
有
す
る
こ
と
ま
で
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
白
壁
の
本
籍
村
以
外
の
、
地
理
的
に
自

室
に
所
在
す
る
集
落
（
例
え
ば
、
岡
頭
村
な
ど
〉
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
示
唆
し
よ
う
。

（臼）
ハ
日
〉

（
日
〉

（出）

（

m
む

（
回
〉

（臼）
付
記
：
：
：
本
稿
は
、
平
成
六
年
度
科
学
し
研
究
費
補
助
金
一
般
研
究
付
「
珠
江
デ
ル
タ
開
発
史
と
地
域
社
会
の
形
成
・
展
開
」
課
題
番
号

O
六
六
一

O
三
四
二
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
文
学
部
助
教
授
）


